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決 算 特 別 委 員 会 記 録 

 

１．日 時  平成２９年９月１２日（火） 

        午前１０時００分  開 議 

        午後 ５時０６分  閉 会 

 

２．場 所  白 鷹 町 役 場  議 場 

 

３．議 題  （１）議第６０号 平成28年度白鷹町一般会計歳入歳出決算認定について 

       （２）議第６１号 平成28年度白鷹町十王財産区特別会計歳入歳出決算認 

                定について 

       （３）議第６２号 平成28年度白鷹町下水道特別会計歳入歳出決算認定に 

                ついて 

       （４）議第６３号 平成28年度白鷹町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

                認定について 

       （５）議第６４号 平成28年度白鷹町農業集落排水特別会計歳入歳出決算 

                認定について 

       （６）議第６５号 平成28年度白鷹町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

                について 

       （７）議第６６号 平成28年度白鷹町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

                算認定について 

       （８）議第６７号 平成28年度白鷹町水道事業会計剰余金の処分及び決算 

                認定について 

       （９）議第６８号 平成28年度白鷹町立病院事業会計決算認定について 

       （10）議第６９号 平成28年度白鷹町訪問看護ステーション事業会計決算 

                認定について 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○出席委員（１２名） 

  ２番  渡 部 善 美 議員     ３番  笹 原 俊 一 議員 

  ４番  佐々木 誠 司 議員     ５番  小 口 尚 司 議員 

  ６番  小 形 輝 雄 議員     ７番  田 中   孝 議員 

  ９番  奥 山 勝 吉 議員    １０番  石 川 重 二 議員 

 １１番  佐 藤 京 一 議員    １２番  菅 原 隆 男 議員 

 １３番  関   千鶴子 議員    １４番  今 野 正 明 議員 

○欠席委員（なし） 
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    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  佐  藤  誠  七 

副 町 長  横  澤     浩 

教 育 長  沼  澤  政  幸 

総 務 課 長  松  野  芳  郎 

税務出納課長  髙  橋  浩  之 

企画政策課長  湯  澤  政  利 

企 画 主 幹  永  野     徹 

町 民 課 長  中  村  裕  之 

健康福祉課長  長  岡     聡 

商工観光課長  齋  藤  重  雄 

農 林 課 長 併 
農業委員会事務局長 

 菅  間  直  浩 

建設水道課長  菅  原  良  教 

病院事務局長  渡  部  町  子 

教 育 次 長  田  宮     修 

総 務 係 長  黒  澤  和  幸 

財 政 係 長  小  林     裕 

監 査 委 員  竹  田  謙  一 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○職務のために出席した者の職氏名 

議会事務局長  樋  口     浩 

係 長  橋  本  達  也 

書 記  佐  藤  圭  子 
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 開 議       〈午前１０時００分〉 

      ○開議の宣告 

○委員長（菅原隆男） おはようございます。 

  ご参集まことにご苦労さまです。 

  これより決算特別委員会を開会いたします。 

  出席委員は全員であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

  ９月５日開催の定例会本会議において、本委員会に付託された平成28年度各会計決算

10件の審査を行います。 

  初めに、審査の進め方についてお諮りいたします。 

  審査は、お手元の決算審査文書表のとおりとし、一般会計、特別会計、企業会計の順

に行い、それぞれ採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので、文書表のとおり進めることに決しました。 

  なお、質問される方、答弁なさる方は、それぞれ簡潔明瞭にされるよう申し添えます。 

  また、質問される方はページを示してください。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第６０号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） まず、平成28年度白鷹町一般会計歳入歳出決算認定についてを議

題といたします。 

  それでは質疑を行います。質疑は、歳入を一括、歳出は款ごとに区切って進めます。 

  初めに、歳入一括、決算事項別明細書の５ページから24ページまでであります。６番、

小形委員。 

○６番（小形輝雄） 決算書の５ページ、６ページであります。最近の税収の動向と収納

率についてお伺いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋税務出納課長。 

○税務出納課長（髙橋浩之） お答え申し上げます。 

  町税においては、全国的に景気が回復基調にあると言われている中で、地方税におい

ても、その効果があらわれてきている状況であります。町税全体で前年度対比、3.2％、

3,738万円の増加、総額で12億456万円となってございます。 

  個人町民税は納税義務者数の増加、給与所得や農業所得の増加による影響により、均

等割が1.52％、36万7,000円の増加、所得割が4.73％、1,988万8,000円の増加となって

ございます。 

  法人町民税は製造業が好調だったこともあり15.9％、1,076万円の増加となってござ

います。 
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  固定資産税は、土地が評価下落となったものの、評価額の低い古い建物が減少し、新

増築建物の増加によりまして0.82％、409万9,000円の増加となりました。 

  関連がある都市計画税は、0.75％、28万4,000円の増加となりました。 

  軽自動車税は、低価格、低燃費車の需要の高まりにより、経済的な四輪乗用車に切り

かわる傾向が続いている中で全体の台数は減少となりましたが、税率が上がったことか

ら17.46％、690万6,000円の増加となりました。 

  その他、たばこ税は健康志向の高まり等による消費本数の減によりまして2.67％、

184万9,000円の減少となり、入湯税は日帰り入湯の税率を下げたことと、利用者の減に

よりまして40.25％、300万2,000円の減少となりました。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ６番、小形委員。 

○６番（小形輝雄） 税納関係でありますけれども、未納関係はどうなっていますか。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋税務出納課長。 

○税務出納課長（髙橋浩之） お答えいたします。 

  町税全体の未納の状況ということでありますが、町税全体の92.96％ということで町

税の収納率が前年よりもアップしている状況にあります。現年分は98.95％、0.06％の

アップ、滞納繰越分は7.97％で1.82％下がっているような状況にあります。 

○委員長（菅原隆男） ６番、小形委員。 

○６番（小形輝雄） 税については、町民が公平に負担するものと思っております。特に

今後においても、徴収率の向上に努めていただきたいと思います。 

  次に、決算書の18ページであります。ふるさと応援寄附金についてお伺いします。昨

年度と比較して大幅に伸びているわけでありますが、件数はどのようになっているか。

また、金額がふえた要因をどのように捉えているか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） 歳入でございますけれども、私どもでふるさと応援制度の

ほうを取り扱っておりますのでご説明申し上げたいと思います。 

  28年度につきましては、４月から特産品の内容を大幅にリニューアルいたしまして、

寄附件数で28年度、3,392件、寄附金の総額は１億1,368万2,000円となってございます。

前年比で、件数では112％の増、金額では300％増というようなことで大幅な増となって

ございます。 

  特産品の中でも特に花菱縫製のオーダーメイド仕立券を返戻品に選ぶ割合が約７割を

占めているような状況になってございます。 

○委員長（菅原隆男） ６番、小形委員。 

○６番（小形輝雄） 前に総務省より返戻品の額や還元金の高い返戻品は取りやめるとい

う指導があったわけでありますが、どのように取り組んでいるのか、その辺をお聞きし

たいと思います。 
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○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  ことしの４月になりましてから総務省から、秋ごろをめどに３割程度に抑えなさいよ

というようなことで通達といいますか、それが来てございます。 

  私どもといたしましては、その総務省の通知に沿うように検討してございますけれど

も、現在、年度前に、29年度前に各事業所と打ち合わせをさせていただいて契約をして

ございますので、その部分につきましては、郵送料も込めて５割ということでございま

すので、これにつきましては年度内はこの状況の中で進めさせていただきますけれども、

新年度になりましてからは、そのようなことで進めたいと思っております。 

  なお、29年度になりましてから、年度に入ってから、例えば紅花染めのネクタイでご

ざいますとか、そういったものについては３割というようなことで取り組まさせていた

だいているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ６番、小形委員。 

○６番（小形輝雄） 寄附金の使い道、どのようなものに使われているか、その辺をお聞

きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 小林財政係長。 

○財政係長（小林 裕） お答えいたします。 

  寄附金の使い道につきましては、各課にまたがるところでございますので、財政担当

として申し上げさせていただきたいと思います。 

  28年度におきましては、事業といたしまして12事業に使わせていただいておりまして、

そのほか、返戻品などの事務費にも出させていただいております。 

  具体的な事業といたしましては、荒砥高校の応援事業ですとか、童門冬二氏の読書感

想文の賞ですとか、そういったものに使わせていただいたものでございます。 

○委員長（菅原隆男） ６番、小形委員。 

○６番（小形輝雄） 今後とも有効に活用願いたいと思います。以上です。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 決算書の７ページの地方交付税と24ページの臨時財政対策債につい

てお聞きします。 

  まず最初に、地方交付税の状況と今後の見通しについて、どうお考えなのかお聞きし

ます。 

○委員長（菅原隆男） 松野総務課長。 

○総務課長（松野芳郎） お答えを申し上げます。 

  地方交付税につきましては、平成27年国勢調査の人口が速報値として出されまして、

その数値が28年度の地方交付税の算定の基礎と使われたところでございます。これに伴

いまして影響もあったという状況でございます。 
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  全体の状況でございますが、ご案内だと思いますが、前年対比で普通交付税につきま

しては726万円の減、30億7,214万8,000円、特別交付税につきましては、対前年比2,108

万3,000円増の４億7,005万7,000円でございます。交付税全体につきましては35億4,220

万5,000円で、0.4％の増というような状況になっているところでございます。 

  主な増減理由といたしましては、先ほど申しました27年国勢調査速報値の数値が使わ

れたというようなことでございまして、これらの要因によりまして測定単位、人口でご

ざいますが、約１億5,700万円の減となったところでございますが、国では、急減補正

ということでこれを加味いたしまして１億2,500万円の減にとどまったというような状

況でございます。加えまして、公債費算入が増加したものの基準財政収入額の増加など

が主な要因となっているものでございます。 

  また、特別交付税につきましては、地域おこし協力隊の拡充あるいは除雪関係の増加

等によりまして、臨時的な財政需要の増加が影響になりまして増という状況になってい

るものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 町の基本の収入額とその計算された人口とか、そういった面におい

ての基準財政の収入額と需要額、この差を交付税として国からいただくわけですが、約

90億の決算の中で特別交付税を入れると35億超すわけですね。そういう大きなところな

のですが、収入額と需要額の差を国からいただく中身として、まず普通交付税について

は、普通交付税として来る部分とお金がないから借金して賄っておきなさいという臨時

財政対策債、これ合わせた額が足りない分ということで国からいただくことになるわけ

ですが、借金した臨時財政対策債の償還分、返済額ですね、それはこの普通交付税の中

に含まれているわけですね。そうすると、ここに書かれている普通交付税の額から今ま

での臨時財政対策債への返済額、それを引いた分とそれから今回の臨時財政対策債、幾

ら借りていいよというような部分、これを足した額がその差というような形になると私

は思っているのですが、まずここは間違いないでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 小林財政係長。 

○財政係長（小林 裕） お答えいたします。 

  普通交付税の考え方につきましては、今、委員がおっしゃられたとおりでございまし

て、本来であれば、基準財政需要額と収入額の差額で普通交付税が国から交付されるわ

けでございますけれども、国でもなかなか財源的に厳しいというところがございまして、

平成13年度から国と地方で折半ルールができまして、町では臨時財政対策債を発行して

いるという状況でございます。 

  具体的には、本来の基準財政需要額からその不足する臨時財政対策債を除いた分が普

通交付税として交付されているところでございまして、その起債の償還額につきまして

は、100％、普通交付税の需要額の中の公債費という費目の中に算入されているもので
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ございます。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 単純に考えると、毎年、お金がないから借金して賄っておいてくだ

さいという部分、それを翌年度から国が借りた分の返済額ですよということで、単純に

考えると、それがどんどんどんどんふえていくような気がするのです。借金がふえてい

くと。毎年、返してはいるわけですが、臨時財政対策債への返済額として国が措置する

部分と、それから実際に町が町債の返済に充てる額、これは同じだと思うのですが、新

たな臨時財政対策債と返済額との差は、これは年々、ふえていくのか、一定額に大体お

さまっているのか、その辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 小林財政係長。 

○財政係長（小林 裕） お答えいたします。 

  実際の起債の発行額と臨時財政対策債の償還額の関係でございますけれども、具体的

には、平成28年度の決算を見れば、ほぼ同額でございますので、起債残高も微増、ほぼ

横ばいの状況でございます。 

  今後につきましては、国の制度上の話でございますので、臨時財政対策債がふえるか

どうかというのは、今のところ、地方財政対策が国でまとまらない限りは出ないわけで

ございますけれども、ほぼ償還額と発行額がここ数年、２億程度で同額でございますの

で横ばいで推移するものと見ているものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 大体横ばいで推移するということであれば安心ですが、特別交付税

については、町の施策であるとか、言ってみれば取り合いの部分、いろんな地方の取り

合いという部分が要素が多いと思いますので、ここは町長初め、当局、それから国会議

員、県会議員の方に頑張っていただく必要があると思うのですが、この普通交付税と臨

時財政対策債、それと今回まちづくり複合施設等で過疎債等を使っております。決算の

概要等を見ますと、借金が合計で93億円ぐらいあると。国のほうで措置してくれる、要

するに借金分ですよといって返済してくれる部分を除くと、町のほうとしては20億円ぐ

らいかなというようなことが書かれています。この辺については、返済額が財政を圧迫

していくというようなことではなくて、大体同じぐらいで推移していくという考え方で

よろしいのですか、確認させてください。 

○委員長（菅原隆男） 松野総務課長。 

○総務課長（松野芳郎） お答えいたします。 

  先ほど財政係長から答弁をいたしましたが、国が定める地方財政対策あるいは地方財

政計画の中で、地方における財政のあり方について毎年、策定をし、それに基づいて国

といたしましては財政措置を行ってくるというシステムでございまして、それらを見な

ければわからないということではございますが、８月に出されております地方財政試算
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等によれば、一般財源総額は前年度と同水準を確保したいという考え方があるようでご

ざいますが、起債あるいは交付税だけを見れば、特に交付税につきましては2.5％の減

を見込んでいるというような情報などもございますので、今後の交付税の動向につきま

しては、それらの国の考え方あるいは基準財政需要額単位費用の考え方などが詳細には

じき出されまして最終的には計画が策定なされると。それに基づいて地方自治体は交付

税をいただいて財政運営を行っていくというような状況になりますので、それらの状況

をまずは見守って対応していかなければならないと考えております。 

  ただ、全体的には減収の方向に向かうのではないかというような状況を踏まえて財政

運営をしていく必要があると考えているところでございます。 

  また、臨時財政対策債の動きにつきましては、申し上げましたように、新たに発行す

る起債額と返済をしていく額が大体同じ額、大体２億前後というようなことでございま

すので、臨時財政対策だけの起債残高からすれば、横ばいという状況を想定していると

ころでございますが、交付税の原資となります国税の収入状況等によりまして、表現は

適切でないかもしれませんが、いわゆる現金がない場合については、その不足する分を

先ほど申し上げました国と地方で折半をしてまずは補うという状況になります。その地

方で補う部分につきまして臨時財政対策債ということで発行をすると。これはルールで

決められておりまして、これは上限額が示されるものでございまして、町が独自に額を

決めるということではございませんで、普通交付税の算定とともに、臨時財政対策債も

発行額が決まってくるというルールでございますので、これらを踏まえてトータル的に

は普通交付税の一部という表現は適切ではないと思いますけれども、先ほど委員がおっ

しゃられたような中で、いわゆる普通交付税相当分の部分も臨時財政対策債で補ってく

るという考え方に立ちまして、町としてはそれらの対応を図っていく必要があるという

ことでございます。 

  ただ、先ほどありましたように、その元利償還につきましては100％交付税措置が行

われるということでございますので、直接財政運営に影響を与えるというような状況で

はないものと認識をしておりますが、起債の動向については十分注意しながら財政運営

を行ってまいりたいと考えております。 

○委員長（菅原隆男） ほかにございませんか。９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） ５ページ、町税の不納欠損額が817万円と。収入未済額が8,200万円、

これらの内容について説明を求めたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋税務出納課長。 

○税務出納課長（髙橋浩之） お答えいたします。 

  町税の未納額におきましては、決算書に記載のとおりとなってございます。不納欠損

については、税の負担の公平性という観点から、できる限り執行せず徴収に努めるべき

ということで、法令等に基づき状況の変化等により将来にわたって徴収することができ
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ないと認められるものについては、滞納整理のためにも執行せざるを得ないものという

ことで、不納欠損も見越して対応している状況にございます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 不納欠損額のまず原因を説明していただかないとわからないんです

が。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋税務出納課長。 

○税務出納課長（髙橋浩之） 不納欠損につきましては、基本的に所得もなく財産がない

など滞納処分、差し押さえや換価、配当処分の執行停止要件に該当するもので、将来に

わたって徴収することができないことが明らかな場合に執行しているものでございます。 

  収納率の向上にもつながらないということもありまして、平成28年度においては、全

体で112件、1,316万円となったものでございます。前年度より493万円減少している状

況にございます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） いろんな要件があって不納欠損額という数字が出てきたと思うので

すが、そこの中で差し押さえ云々と今、お話が出たようですけれども、この不納欠損額

が確定する前の収納率向上のための努力というのも必要と。また、当然のことながら、

払いたくても払えないという方もいらっしゃるということも踏まえた場合に、この不納

欠損に至る中での差し押さえというお話もあったのですが、ここら辺の状況はどのよう

になったのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋税務出納課長。 

○税務出納課長（髙橋浩之） お答えいたします。 

  町税や国保税等につきまして本町においてその対策ということで、平成28年度は年４

回、滞納者に対し催告を行いました。そのほか、県と合同催告を実施いたしました。必

要に応じ呼び出しさせていただいたり、面談、個別訪問等により納税意識の向上と納税

につなげてございます。さらに未納されている方の預金や保険、不動産、賃貸料、給与

等の調査を実施した上で、最終的には納付できると判断できる方には、委員、ご指摘の

ように、差し押さえということで行っている状況でございます。その中で、現年分の徴

収を強化するという基本的な考えで、まずは現年分を確実に納めてもらい新たな滞納を

ふやさないことを基本に対応してございます。その上で過年度分をどうしていくか、納

付相談等を行ってまいりました。結果として、現年分の収納率はアップするに至ってご

ざいます。 

  一方で税の負担の公平性という観点からは、できる限り、不納欠損処分は執行せず徴

収に努めるべきでありますが、将来的に徴収することが難しく、地方税法に基づく滞納

処分の執行停止要件に該当する場合は執行停止を行い、不納欠損など滞納整理を行って

いる状況にあります 
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  また、町税等のほかに保育料や上下水道料、公営住宅使用料、病院医療費など税外収

入も含めた町全体の収納率の向上に向けて収納率向上対策委員会を設置し、可能な範囲

で滞納者の状況の共有化を図っております。28年度は２回開催し、各部署の収納状況を

確認するとともに、今後の収納対策等について協議してまいりました。 

  27年度からは郵便局の窓口収納やコンビニ収納の導入により、利用者の利便性を確保

させていただきました。 

  いずれにいたしましても、法令を遵守し、町税収入の確保、収納率の向上に向け業務

に努めてまいりたいと考えてございます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 当然、そうだと思うのですが、この不納欠損ということは、もうも

らえないということだと思います。その中で、先ほど課長がおっしゃったとおり、収納

率の向上ということだとは思うのですが、先ほど私が言ったとおり、払いたくても払え

ないという状況の方もいらっしゃるということを踏まえながら、納税者の生活に沿った

ような納税というか、収納のやり方というのも大事だと思うのですが、納税者に優しい

というわけではないのですが、そこら辺の考え方によって不納欠損額も少なくなるんじ

ゃないかと思うのですが、これからどのように対応でいくのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 横澤副町長。 

○副町長（横澤 浩） 収納対策についてお話を申し上げますけれども、ただいま担当の

税務出納課長が申し上げたとおりでございますが、この手続につきましては、行政執行

上、最も権力的な措置と承知をしておりますので、税の収納あるいは対策につきまして

は、配慮を持って、意をもって、なおかつ法令等を遵守して手続を明確にして対応すべ

きものと、このように承知をしております。 

  その中で考えますと、ただいま委員からお話しありましたように、この大変生活の問

題でありますとか、いろいろな状況の中で税を納めていただく部分について厳しいとい

う条件がある方々が、いわゆる対応ができないという状況も十分承知をしているところ

でございますので、これらにつきましては税務相談という形の中でその生活の状況でご

ざいますとか、あるいはその他の扶助的な状況等が可能なのかどうか、あるいは総合的

にその方の立場、状況に即しまして相談に対応していくと。 

  結果としては、町民皆様方の税の不公平感等がないように税を納めていただく形とい

うのがまず第一と承知をしております。それらを踏まえた上で、権限の中で執行停止な

り、あるいは不納欠損処分という形は、これは最終形でございますので、これらについ

ては、当然、手続をきちっと踏まえて、そして法的な確認もして執行をしていきたいと、

このように考えているところでございます。ただいまお話しありましたように、ただ機

械的にやるのではなくて、それらを踏まえて収納対策の会議も行っておりますので、民

法あるいは税法、それぞれのことを熟知しながら、なおかつ、ただいまお話し出ました
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ように、現年をまず大事にして、そして、不納欠損にできるだけいかないように、滞納

繰越の額を少なくするように今後とも意をもって対応してまいりたいと、このように考

えております。 

○委員長（菅原隆男） ほかにございませんか。13番、関委員。 

○13番（関 千鶴子） 自主財源である町税が伸びたということは喜ばしいことだなと思

います。そして、もう少し伸びた増因の要素をお伺いしたいのですけれども、概要にも

記載あるのですが、個人町民税に関しては、納税者数がふえたというようなことなので

すけれども、ここが人口が減っているという割には納税する人がふえたんだなと考えた

ときに、ちょっとどういうことなのかなと思いましたのでお聞きしたいと思います。 

  それと、法人税もふえたという中では、法人税割の増ということが書いてあるのです

けれども、このことについて少し詳しくご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、都市計画税で、これもふえたということで、またこれに関しては不納欠損

とか収入未済額があるわけですけれども、この状況を少し丁寧にご説明をお願いしたい

と思います。 

  そして、もう一つは、町税がふえたという中で、先ほどからお話にあるように、町内

の景況が少しよくなったのかなと捉えさせていただきました。そういうことを考えたと

きに、地方消費税交付金が減額になるということがどういうことなのかなと思いました

ので、減になった要因をお聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋税務出納課長。 

○税務出納課長（髙橋浩之） お答えいたします。 

  前段の個人町民税の納税義務者数の増と都市計画税の不納欠損の状況、あと法人町民

税の状況でありますが、個人町民税の納税義務者数の増ということの中においては、や

はり給与所得や農業所得の増加による影響が大きかったのかなと考えられます。均等割

において、町民税ということで均等割と所得割ということでございます。ある一定の収

入を満たせば、均等割が発生するという状況でございます。そういった中で、所得の伸

びというのは大きかったのかなということで、それによりまして納税義務者数がふえた

ものと捉えてございます。結果、均等割のほうが、先ほど申し上げましたように、

1.52％、36万7,000円ということで増加している状況にあります。 

  都市計画税の状況でありますが、不納欠損の状況ということで28年度においては28万

円となってございます。都市計画税においては、固定資産税と連動した税金となってご

ざいます。不納欠損ということで、先ほど申し上げましたように税負担の公平性という

観点から、できるだけ執行しないで徴収に努めているような状況でございます。 

  法人町民税の状況でありますが、28年度当初予算を組む段階から決算の段階で約

1,900万円ほど増加になってございます。予算編成の段階では景気の動向ということで

ある程度、見まして、申告の状況を見て編成するような形をとってございます。 
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  法人町民税の仕組みを申し上げますと、資本金や従業員数による均等割と、法人税は

もう一つ、法人税割ということで決算の状況によりまして申告するような状況になって

ございます。法人税割においては、前年度の決算期の法人税割の２分の１を申告するよ

うな状況であります。決算後の約２カ月に申告するような状況もありまして、修正申告

ということも考えられることから、法人町民税ということで決算の段階では約1,900万

円ということでなかなか先の見えない状況であることから、予算はそのままにしまして

決算を迎えたという状況になってございます。以上です。 

○委員長（菅原隆男） 小林財政係長。 

○財政係長（小林 裕） お答えいたします。 

  ３点目の地方消費税交付金についてですが、決算で見れば、27年度と28年度を比較す

れば3,000万円ほどの減額になっております。具体的には地方消費税交付金の計算につ

きましては、国全体の地方消費税自体を人口と、あと経済センサス基礎調査の従業者数

で案分して交付されるものでございます。恐らく国全体の地方消費税の収入が落ち込ん

だことと、あとはもう１点、大きくかかってくるのが国勢調査の人口が28年度の算定分

から反映されておりますので、その２点が主な減の要因と見込んでございます。 

○委員長（菅原隆男） 13番、関委員。 

○13番（関 千鶴子） もう一つちょっと忘れたのですけれども、固定資産税もうれしい

ことにふえているわけです。新築の増加が影響しているというようなことなのですけれ

ども、具体的に24年度から28年度くらいまでの新築の状況も教えていただきたいなと思

います。 

  それから、地方消費税交付金が減るということによって町が受ける影響というのはあ

るのかないか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋税務出納課長。 

○税務出納課長（髙橋浩之） お答えいたします。 

  委員ご質問の新築家屋等の状況でございますが、新増築家屋の状況ということで申し

上げます。平成24年に完成し、25年度課税の状況を捉えますと、82件、同じく25年完成

で26年度課税の状況は86件、26年完成で27年度課税は53件、27年完成で28年度課税は67

件、28年完成で29年度課税は75件というようになってございます。 

  この動向で要因の主なものを想定されるものでございますが、平成25年４月１日から

の消費税が５％から８％に上がったことなどが主な要因ではないかなと担当としては捉

えております。 

○委員長（菅原隆男） 松野総務課長。 

○総務課長（松野芳郎） 地方消費税交付金の減額の影響というようなことでございます

が、自主財源として使用させていただく税としては非常に貴重な財源でございます。こ

れにつきましては、27年度対比で約3,000万円の減となったわけでございますので、こ
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の分につきましてはソフト事業等、町民の皆様方に身近な事業等の展開等をする場合に

ついては、非常に貴重な財源であるというように捉えております。ハードの整備であれ

ば、起債の利用ということなども踏まえてということになりますが、ソフト事業等の対

応については貴重な財源だと認識をしております。これにつきましては、先ほど申し上

げましたように、配分について国全体の消費税額、それをもとに各自治体に配分をされ

る制度でございますので、これについては景気が上がってくる、あるいは消費が上がっ

てこなければ消費税交付金も上がってこないという制度と捉えてございますので、この

部分につきましては、各企業はもちろんでございますが、各個人の消費が上向きにいく、

あるいは将来の負担、不安がないような状況をつくり出すことによって消費に回ってい

くのではないかと推察をしてございますので、それらを注視しながら、町としては財政

運営を図っていく必要があるというように認識をしているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 13番、関委員。 

○13番（関 千鶴子） 予算編成時のご苦労ということも少し感じることができたなと思

います。ただ、やはり大変でしょうけれども、予算で動くということがあるわけですの

で余り差異のない形で予算編成をしていただければなという感想を持ちました。 

  次に、９ページにマイナンバーカードのことで手数料でありますけれども、今現在、

マイナンバーカードの発行状況をここでちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 前段で前の質問に関しましてですけども、委員、ご案内であります

とおり、税収が全ての国家、国、県、それぞれの地方自治体は全く同じような仕組みに

なっているわけです。ただ、自治体の中には交付税的なものが一切必要がないと言われ

る自治体も全国にはあるわけでございます。これは税収があるということであります。 

  では、税収が少ないところはどうなのかということになりますと、それを国で均衡あ

るそれぞれの地方の発展といいますか、自治体の発展というようなことで一つの財源を

保障する機能と、それから調整をする機能を持ち合わせたものがこの地方交付税という

形になるわけです。これは私があえて説明する必要もない部分だと思うのですが、そう

いう中で、税収がある時期はどんどん減ってきたと同時に、地価がどんどん下がってき

たと。今もって白鷹はまだとまらないというような中で、では、どうやったら税収をふ

やしというか、税収がふえるような施策を打ちながら、さらには町民の皆様へのサービ

スを低下しないような形をどうやって維持していくかというようなことでございます。 

  そういう中では、財政力指数が0.277という非常に財政的に自主財源が弱いと言わざ

るを得ない自治体の中では、やはり交付税を含めたいろいろな国から交付されるもの、

あるいはるるそういうものをどうやって我々は財源として調整をしていくかということ

が必要になってくると。そのためにいろいろな国の制度なども活用しながら、これは今、

交付金という名前になっておりますけれども、かつては補助金といったものでございま
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す。それとどうやって我々が有利に発行できる過疎債等々を運用していくかということ

で、初めて町の財政が成り立つものと認識をしているところでございます。 

  我々としては、先ほど来、議論になっておりました税収に関して不納欠損というよう

なことにもあったわけでございますが、やはり住所がこちらにないとか、法人が存続し

ないとか、そういうことになりますと、ある一定の期間が過ぎれば、我々としては残念

ながら諦めざるを得ないというような処分をしなければならないと。これは本当にかえ

すがえすも残念でありますが、我々が、例えば納税通知書を発行させていただいてもそ

の居所不明といいますか、それで返ってくるということもあります。それらを総合的に

判断をすると。 

  さらには、我々は、多分この方はまだ所得があるはずだということきには、調査もさ

せていただきます。これは税務での権能でございまして我々にはございませんが、そこ

で調査をさせていただき、今、委員からありましたように、少しでも税収が減らないよ

うなやり方をやっていきたいなと思っておりますが、ただ、これは国家の状況というよ

うなもの、国の状況が非常に影響されます。例えば地方消費税の話があったわけですが、

10％になるだろうと言われておりましたけれども、やはり残念ながら国の経済が２％上

げるような背景になっていないということで断念し、次の機会にというようなことにな

っているわけですが、これはあくまでも次の機会でございましてそれが決定したという

ことでありませんので、そういう状況の中での我々の財政編成のときには、やはり財政

担当のみならず、各関係課の連携を保ちながら、そして、少しでも有利な交付金制度な

ども活用させていただくということでの取り組みをさせていただいておりますので、改

めてご理解とご協力をお願いを申し上げる次第であります。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  マイナンバーカードの関係でございますが、平成28年度からマイナンバー制度が始ま

りまして１年半ほどたったわけでございます。この間、マイナンバーカードの発行、そ

れから申請手続等を町民課で行っておりますけれども、マイナンバーカード、個人番号

カード、プラスチックのカードで顔写真入りのカードにつきましては、本年６月末で

1,014件の申請がございました。人口の約７％ということで承知をしているところでご

ざいます。 

○委員長（菅原隆男） 13番、関委員。 

○13番（関 千鶴子） 決算書に通知カードの再交付手数料というようなものもあって、

これは多分１通につき500円かなと思うと、100名を超える方が再交付を受けていらっし

ゃると。マイナンバー、初回だと多分無料で発行なるのかなと思うのですけれども、あ

えて通知カードを再発行するということは、さまざまな原因あると思うのですけど、主

な要素とすれば、どういったことだったのでしょうか。 
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○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  通知カードというものにつきましては紙のカードでありまして、最初にそれぞれご家

庭に個人宛てに送られた個人番号を記載したカードでございます。通知カードにつきま

しては、どうしても紙のカードであるということからなくされた方がほとんどでござい

ますし、あるいは誤って破棄してしまったという方もいらっしゃいます。いろいろ税、

それから社会保障の手続の関係でマイナンバーを申請書に記載するという手続が進めら

れております。そういった場合に、マイナンバーカード、それから通知カードが手元に

ないと自分の番号がわからないということの不便さから、通知カードの再交付の申請さ

れる方が多いというように承知をしているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 13番、関委員。 

○13番（関 千鶴子） 住基カードから比べれば、発行申請が多いなと思います。今後も

発行に向けて努力をされるということですか。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  先ほど申し上げましたように、マイナンバーカードにつきましては自宅で確定申告が

できるといった方法が現在、進められているところでございますけれども、全国的にも

普及率がそれほど伸びていないという実態もあるようでございます。その使途、使い道、

利便性についていろいろ研究しているところでございますが、図書館の図書カードを併

用したり、あるいは民間のポイントカードなどの機能もマイナンバーカードに付与する

ということで国でも進めているところもございます。そういった点も踏まえながら、今

後、いろいろ研究、検討を重ねていきたいと思っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ほかにございませんか。 

  続いて、歳出に入ります。１款議会費、25ページ。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ここで暫時休憩いたします。再開は11時５分とします。 

              休 憩  （午前１０時５３分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午前１１時０５分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し再開いたします。 

  次に進みます。 

  ２款総務費、25ページから40ページまで。３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 30ページの移住定住サポート支援業務委託についてお聞きをいたし

ます。ふるさと応援プログラムということでございますけれども、相談会を６回開催し

たということでございましたけれども、実績をお伺いいたします。 
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○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  ふるさと移住関係の相談業務といたしましては６回、そのほかツアーということで本

町に来ていただいたのが２回ございます。それで、96名の方に相談には来ていただいて

おります。 

  それから、本町へのツアーを企画した２回の人数については18名ですね、２つ合わせ

て18名ということで、全体で114名の方からツアー並びに相談会に出席いただいたとい

うことでございます。しかしながら、移住に至ったケースというのはございませんでし

た。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 96名、またツアーに18名ということでございましたけれども、主な

相談者の声といいますか、どのような反応があったかお聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） 実際、昨年度は企画政策課で担当しておりまして、私、28

年度についての直接参加された方からの声というのはお聞きをしてございませんけれど

も、参加された方というのは、１つは、新農業人フェアのような形で、いわゆる農業で

本町に来て就農したいという方については若い方というようなことでございました。こ

ちらについては、農業関係ではそれなりの受け皿といいますか、そういう団体といいま

すか、協議会もございまして、そういったところでまずは練習といいますか、経験をな

さってからしたらどうですかというようなことでお薦めをしたと。 

  それから、いわゆる農業人フェアでなくて、いわゆるふるさとに帰りたいといいます

か、または定年後、田舎で暮らしたいという方については、やはり年配の方になります

けれども、そういった方々は、本年度もそうなのですけれども、いわゆる私の町、本町

白鷹町だけに相談に来るわけでなくて、それぞれ全国的にいろんなところを回って比較

なさっているようなことが傾向としてはあると思ってございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） そうですね、ずっと相談の窓口が並んでいて、そこでぜひどうぞと

いう形でこちらに呼んで相談を受けるという場合もあるかと思いますけれども、積極的

に白鷹町へというＰＲ、本当にぜひ重ねていただいて、また白鷹町に来たらこういうメ

リットがありますよということをぜひＰＲしていただきたいなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  これにはサテライトオフィスもかかわっての活動だと思いますが、その辺はいかがで

すか。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） こちらも平成27年に協議会を設置したときからサテライト
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の所長にも参加をいただいて、いわゆる首都圏での窓口ということでしてございます。

ですが、なかなかサテライトの所長も一緒にふるさと回帰フェアでありますとか、新農

業人フェアにもご参加をいただきますけれども、やはり少しでも私どもの町にかかわり

のある方ですと、うまくご相談もできるわけですけれども、全然私どもの町を知らない

方についての、いわゆる町を知っていただくレクチャーというのはなかなか難しいとい

うようなお話もなさっていました。以上です。 

○委員長（菅原隆男） 横澤副町長。 

○副町長（横澤 浩） 定住人口の確保のために、本町といたしましては、今、委員から

お話しありましたように、いろいろな取り組みをしているところでございますけれども、

その中で特に私どもの町としては地域おこし協力隊、この方々も実は今回その移住フェ

ア等で白鷹町に関心を持って、そして、こちらでコミュニティセンター等で活躍をして

いただいておりますけれども、こちらに具体的な、あるいは生活をここで長くしていく

という判断にはなかなか至らないということでございます。 

  これらについて、私どもが調べてみますと、きちんとした明確な意思を持った方が白

鷹町の農業でハウス栽培をしたりとか、あるいは白鷹町の伝統工芸である織物業をやっ

てみたいという明確な方々については、そういう意思を持っておいでになりますけれど

も、その他の部分につきましては、なかなか白鷹町で住居を持って対応することが難し

いということで、もう一歩踏み出せないという状況がございます。これらにつきまして

は、本町としてはその住居、いわゆる空き家などの利活用なども含めながら、そこで生

活をしていく基盤も含めて対応できるような仕組みづくりを、今後はさらに一歩進めて

対応していかなければいけないなと思っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） どこの自治体も同じように移住を望んで各ＰＲをしているわけでご

ざいますので、ぜひ特徴のある取り組みを引き続きお願いをしたいと思います。 

  続いて、33ページの町民相談費ですが、町民相談、いろんな多岐にわたる相談がある

かと思いますけれども、現在の実績を教えていただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  町民相談業務につきましては、町民課で町民生活相談センターとして町民の方のご相

談をお受けしているところでございます。少しでも町民の方の不安を取り除くような対

応を行っているところでございますが、28年度の相談件数につきましては19件でござい

ました。27年度が26件、26年度が20件ということで20件前後で推移しているところでご

ざいますが、相談の内容といたしましては、消費生活相談が３件ほど、それから財産、

それからクーリングオフ、それから家庭内とか地域、近隣トラブルなどのご相談が多く

なっており、多様な内容となっている状況でございます。 
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○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） さまざまな相談に対応できる知識もしっかりと備えながらの対応に

なると思いますけれども、迅速に対応するための課題といいますか、その辺のところは

どのように考えていらっしゃいますか。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  町民課の職員が第１次的に相談を受けているわけですが、県の研修ですとか、消費生

活センターの研修等々に参画いたしまして研修を受けているところでございます。 

  また、専門的な知識ですとか専門的な分野になりますと、職員では対応できないこと

もありますし、そういった案件につきましては、専門の弁護士相談ですとか、あるいは

県の消費生活相談センターをご紹介するなどの対応をとっているところでございます。 

  また、役場庁舎内の中で関係各課と連携をとりながら、調整をしながら相談センター

としての対応を行っている状況でもございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 時代が進むにつれてさまざま本当に多岐にわたるいろんな相談があ

ると思います。町民の皆様にとっては頼りになるのが相談窓口でございますので、どう

かよろしくお願いしたいと思います。 

  引き続き、34ページ、空き家対策事業についてお聞きをしたいと思います。空き家バ

ンクができたわけですが、実績、大体役場への問い合わせ件数、どのような様子になっ

ているかお聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 湯澤企画政策課長。 

○企画政策課長（湯澤政利） お答えを申し上げます。 

  町内で空き家については年々、増加してきているということでございまして、昨年度、

町内の自主防災組織のご協力をいただきまして再度、空き家の実態調査をさせていただ

いたところでございます。それをもとに昨年度、空き家等対策計画を策定いたしまして

空き家対策に取り組んでいるところでございますが、空き家についてもさまざまな形態

がございまして、まだまだ利活用できる空き家、それから適正に管理すれば利活用でき

る空き家、もう除却が必要ではないかという空き家もございます。そのような状況がご

ざいますのでそれらを踏まえての対策を行っているところでございまして、空き家バン

クについては利活用できる空き家対策ということで、町内の不動産業者６社のご協力を

いただきまして設立をさせていただいたところでございます。 

  空き家バンクへの問い合わせということでございますが、空き家の相談、全体の問い

合わせにつきましては町で行っておりまして、それについては28年度、25件ほど問い合

わせがございました。それぞれの業者への問い合わせについては、特に全部拾い出しを

している、全てを統計的にとっているということではございませんが、数字としては12
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件ほど問い合わせがあるということはお聞きしているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 不動産業者と直接定期的な協議会といいますか、町と不動産業者と

の会議は、行っておられるのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 湯澤企画政策課長。 

○企画政策課長（湯澤政利） お答えいたします。 

  空き家バンクの運営状況につきましては、町としても関心の高い案件でございますの

で、これらについては構成の不動産の方々と情報交換ということで、定期的という形で

はないのですが、年に何回かの打ち合わせ会を開かせていただいて情報交換を行ってい

るところでございます。 

  そのような中で、やはり空家バンクを利用して不動産の流通を図るための施策として

どういうものが必要なのか、直接お客様の声などもお聞きしながら対応していきたいと

いうような考え方がありますので、そのような部分もお聞きしながら情報交換という形

で行っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 相談件数も年々、ふえてくると思いますので、ぜひ官民一体となっ

た対策をよろしくお願いしたいと思います。 

  私からは、最後に地域おこし協力隊についてお聞きしたいと思います。34ページでご

ざいます。先ほども副町長から地域おこし協力隊のお話があったわけですけれども、27

年度からやられた方、また28年度からやられた方ということでいらっしゃると思います

が、現在の状況といいますか、どのような実績だと町としては捉えていらっしゃるので

しょうか。 

○委員長（菅原隆男） 湯澤企画政策課長。 

○企画政策課長（湯澤政利） お答えをいたします。 

  地域おこし協力隊でございますが、議員からもご質問ありましたように、本町におい

ては、27年度からおいでいただくような形で公募等を行いまして、27年の11月から１名、

それから28年１月から１名ということで27年度は２名、それから28年度については３名

の方に本町においでいただきまして活動していただいているところでございます。それ

ぞれの隊員につきましては、コミュニティセンターに所属をいただきまして地域づくり

活動等に活動いただいている方、それから観光協会に所属いただきまして観光振興とい

う形で、特に情報発信などの部分でご協力をいただいている方がいらっしゃいます。そ

れぞれ活動につきましては、地域の方との交流を図りながら活動を行っていただいてい

るということもありまして、非常に良好に活動をいただいているのかなというようには

思っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 
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○３番（笹原俊一） お一人お一人を見させていただきますと、本当に頑張っていらっし

ゃるなと思うのですけれども、期限のある援助、支援だと思います。最終的なゴールが

間もなくだと思いますので、その辺のところで彼らにはどういう形でいていただきたい

というものが町としてあるのであれば、お聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） この背景としてあるものは、自治体の消滅というようなこと、人口

減少から全てが地方の都市が消滅するという可能性があるということで、相当早くから

いろいろな制度事業を創設しながら取り組んできたということであります。まさしく地

方創生などはその一例であるわけであります。 

  それと同時に、地域おこし協力隊もその中の一環として捉えていく必要があるだろう

と思っているところでございます。もちろん、先ほど来、お話がありましたふるさと納

税なども、まさしくそういう意向の中で、地方を消滅させていけないという考え方の中

でいろんな制度を考えてきた。空き家バンクも全くそのとおりであります。総合的な中

で、我が町としてどういう方向に行くか、それも一つのまちづくりの方向性の中の一つ

として地域おこし協力隊も当然あると。 

  地域おこし協力隊の方々には２年ないし３年という期限があるわけでございます。そ

ういう期限の中で、地域の、白鷹のよさを本人として見ていただき、そして、できれば

白鷹に定住したいなと思っていただけるようなことにしていきたい。実態としては、全

国的な規模からいきますと、10人おいでいただいて１人ぐらいがせいぜい定住だそうで

ございます。そういう状態ですからゼロということもあり得るということで、白鷹のよ

さをぜひ本人として見ていただきたいということと、新たな視点で白鷹の地域づくりに

参画をしていただきそこに新風を起こしていただきたいなという思いを持っております。 

  よくテレビ放送で最近、「イチから住」という芸能人の方が移住をなされてそれぞれ

の地域に行かれて生活をなさっているテレビ放送などもあるわけです。これなどもまさ

しく地域のよさをもう一回見直そうということを、これはマスコミ自体もこの大切さと

いうことを考えられて取り組んでいるものと評価をしておりますし、それだけでない、

いろんなテレビの中でいろんな放送局ありますけれども、実際に地域おこし協力隊をず

っと追って、そして、その生活なども放送していると。これなども、やはり地方を消滅

させていけないという基本的な考え方からあるものというように私は認識しております

し、私どもとしては、地域おこし協力隊の方々が白鷹町のよさを知っていただくと同時

に、新しい風を起こしていただくように期待をしたいと思っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 30ページの企画費の19節負担金補助及び交付金の中で過疎地域等

集落ネットワーク圏形成支援事業についてお伺いいたします。これはたしか鷹山地区コ

ミュニティの活性化事業ということで予算化されたものだと思いますが、具体的な事業、
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どういった事業をされたのかお伺いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 湯澤企画政策課長。 

○企画政策課長（湯澤政利） お答えいたします。 

  この事業につきましては、総務省の支援をいただきまして過疎地域の集落の維持活性

化を図るために、基幹集落を中心に周辺の複数集落を一つのまとまりとします集落ネッ

トワーク圏において、今後の生活のサポートシステムやなりわいなど、創出活動を支援

するための事業というような形で取り組んだところでございます。 

  具体的には、議員からご指摘のように、鷹山地区で実施したところでございまして、

その内容といたしましては、１点目としましては集落ネットワーク圏形成計画の策定と

いうことで、現在、各集落で行っている活動や実施主体等の把握及び今後、集落が存続

していくためのネットワーク圏計画の策定を行ったものでございます。 

  それから、２点目としては活性化プランの策定を行ったところでありまして、住民参

加のワークショップから得た意見をもとに活性化プランの策定を行ったものであります。 

  それから、３点目としては、ワイン用ブドウ稼ぐ力創出事業ということで、耕作放棄

地を活用したワイン用ブドウ栽培の栽培技術研修会の実施等を行ったものでございます。 

  それから、４点目としては、除雪協力隊発足事業ということで、これについては大学

と連携しての除雪ボランティア体制の構築のための試みを行ったところでございます。 

  それから、白鷹山麓ビューポイント散策ルート構想事業ということで、白鷹山の山麓

である本地域の修景作業の実施やビューポイントを巡る散策ルートの構想及びマップの

作成を行ったものでございます。 

  それから最後、冬の白鷹山交流拡大事業ということで、そば祭りやスキー場祭り、ス

カイスポーツの宣伝広告や共催を行ったところでありまして、これらをもとに今後の鷹

山地区の活性化に向けた取り組みをさらに進めていくということでの計画策定等のため

の活動を行ったものでございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 鷹山地区の活性化ということではさまざま計画を立てられたとい

うことでございますが、また、スキー場祭り等、それからそば祭りなどということを今、

お伺いしましたが、鷹山地区の活性化に伴いまして、先ほどもありましたが、移住サポ

ートであったりとか、それから空き家対策、それから日本の紅（あか）をつくる町事業

なども含めまして、やっぱり白鷹町のＰＲにつなげていただく必要があるということが

大事かなというように思います。実際、こういった事業を活用されて、例えばスキー場

祭りでしたりとか、町内外のお客様の状況と申しますか、鷹山地区を訪れた方の状況と

いうのはどのような状況だったでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 湯澤企画政策課長。 

○企画政策課長（湯澤政利） お答えいたします。 
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  今回の事業につきましては、28年度の事業ということで、そこに住んでいる住民の方

の生活基盤の形成というか、そういう部分の今後のあり方を中心に行ったということで

ありますけれども、それらにかかわって観光交流を拡大していくということも非常に重

要な視点なのかなと思っているところでございます。 

  白鷹山麓ビューポイント散策ルートなどのマップやそれから看板なども設置をいただ

いたところでございまして、それらをもとに今後、観光協会なり、実施主体と連携を図

りながら観光交流、交流の拡大も図っていければなと考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 計画をされまして実行に入ったところでありますので、28年度の

実績はどうかということを尋ねるのも無理があるのかなと思いますが、こういった事業、

単年度に限らず、これたしか12月補正でされたかと思います。今年度、29年度はまだ当

初予算の中にはなかったわけですけれども、単年度で終わってしまう事業なのか、今後

も継続していかれるものであるのか、その辺の考え方をお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 湯澤企画政策課長。 

○企画政策課長（湯澤政利） お答えいたします。 

  昨年度、この事業につきましては、委員ご指摘のとおり、12月の補正で総務省の事業

認定をいただいて取り組んだということで、非常に短期間の中でこれらの事業を行って

いただいたということでございますが、一番大切なことは、やはり計画づくり、これか

らのあり方について住民の方々がいろいろと話し合いを行いながら、地域の活性化につ

きまして今後、どうしたらいいかということで話し合いを行ったという部分があります

ので、それらをベースとして、今後についてはコミュニティセンターを中心とでもいい

ましょうか、そういう形での取り組みをしていただければと思っているところでござい

ますし、町としても、それらの支援についてご協力を申し上げたいというように考えて

いるところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） ありがとうございます。例えば蚕桑地区におきましても、非常に

人口の減少数といいますか、減少率といいますか、白鷹町内におきましても、一番の減

少数だといっても過言ではないぐらいの状況にあるようでありますが、鷹山地区に限ら

ず、こういったほかの地域に対する対応というのか、そういった部分というのは、今後、

考えられるのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 十分考えられますし、考えていく必要があると思います。これは私

ども行政が中心となってやるべきものと、あるいは地域の皆さんが一致団結して地域の

方向性を見出すものというものがあります。 

  実は鷹山地区におきましては、今、お話、課長からいたしましたように、あの大変な
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状況の中で基盤整備事業に取り組まれました。これは地区をかけるような本当に一縷の

望みを託して基盤整備事業に取り組まれたということであります。そういうような取り

組みの中でいろいろな、やはりこれをやらなければだめだということで、今年度におき

ましては、例えば紅花まつりのときに山形舞妓さんがおいでになりまして大変な写真家

の方々がおいでいただいたと。そして、さらには８月14日ですが、独特のあそこは獅子

舞があるわけでございまして、その際にも山形方面から相当のお客様においでいただい

たということであります。これから収穫祭を自分たちでやっていきたいと。この収穫祭

については、山口地区では数年なさっているわけでございまして、そういう収穫祭を何

とかやっていきたいとも考えていらっしゃるようであります。 

  さらには、スキー場をどうしようかという考え方もこれから多分出てくるはずだと思

います。スキー場、やはり子供たちが少なくなってきているということで利用度が落ち

ていると。特に昨年は雪が20日ほどおくれて降ったと、例年よりもおくれているという

ようなことで、利用者数も非常に残念ながら少なかったということもございます。これ

からどうしていくかというようなことでのスキー場の整備、環境整備も含めた中でどう

地域おこしをやっていくかということをいろいろ模索をなさっているようでございまし

て、ぜひ蚕桑地区におきましても、広い蚕桑地区でございますので一概にどうのこうの

と私から言えないわけでございますが、あえてコミュニティセンターにした部分につい

てはそういう思いもありますので、何とぞそういう視点の中で地域づくりの方向性とい

うものを見出していただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） 決算書32ページのＥＳＣＯ事業についてお伺いします。 

  この事業につきましては、平成27年に町内の全防犯灯をＬＥＤ化するという事業であ

りました。この効果として電気代の削減を一つの大きな目標に掲げたわけです。28年度

については、年間を通してこのＬＥＤ化した電気料の削減の効果が出たのかなと思いま

すが、27年度は途中からだったということもあって、26年度対比でこの電気料削減効果、

どれくらいあったのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  防犯灯の整備事業につきましては、ＬＥＤ化ということでＥＳＣＯ事業を採用しなが

ら進めてまいりました。27年度の途中からでありましたので、お話しありましように、

平成26年度と平成28年度の防犯灯の電気料を比較いたしますと、26年度は約1,250万円、

それから平成28年度は730万円ほどでございます。率にしまして58％ぐらいであります

ので約４割ぐらいが減少しているというようなことでもございます。 

  それとあわせまして、以前というか、ＬＥＤ化の前には修繕料ということで蛍光灯の

交換ですとか、器具の交換等々も発生しておりましたが、ＬＥＤ化によりましてリース
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契約を締結しておりますのでそちらの費用が大幅に減少しております。26年度が84万円

ほど、28年度は40万円ほどでありますので半分程度、減少しているということで効果が

あるというように考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） 年間で約500万円くらいの電気料の削減効果があったというような

ことと、また、町内の方からも明るくなって大変いいというような声もあるようです。

この事業につきましては10年間のリース事業であると承知しています。今現在、防犯灯

が当初予算の時点で2,105基だったと思いますけれども、今の防犯灯の数の現状と、ま

たこのＥＳＣＯ事業によって今後設置できる可能な数をお伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  ＬＥＤ化につきましてＬＥＤに切りかえた防犯灯でありますが2,105灯ということで、

これまで増設等々、移設等々もございましたが、28灯が現在、ＥＳＣＯ事業で確保して

いる数量となっております。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） 防犯灯の設置につきましては、各町内区からの要望もかなり多いの

ではないかなと思っています。今後、このＥＳＣＯ事業での防犯灯の設置可能数が28基

であるという説明でしたけれども、例えばこの28基の設置基準は当然あるわけですけれ

ども、近い将来、人口減少に伴って、もしかすると、この防犯灯を廃止とか、撤廃する

というような可能性も出てくるのではないかなと思いますけれども、その辺の状況をど

のように捉えているのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えいたします。 

  これまで防犯灯の設置については、基準を設けておりましておおむね100メートル以

上、100メートル区間に防犯灯がない場合、それから子ども、お年寄り等々が夜間通行

するのに危険な箇所であるとかといった場合について設置をしておりました。切りかえ

時期にそれまでの防犯灯についてそのまま継承する形で防犯灯を設置してまいりました

けれども、その後、地区の方、地元の方から要望があったものについては、現場を確認

しながら対応しているところでございます。お話がありましたように、地域によっては

人口減少によりまして集落等々が減っている状況もございます。そういったところにつ

きましては、地域、地元の方と相談しながら適時適切な対応を進めてまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 横澤副町長。 

○副町長（横澤 浩） 地域の安全・安心を担保するということは、まちづくりとしては

大変大事なことだと承知をしておりまして、その点から防犯灯について、今、過疎化が
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進み、子どもたちが少なくなっている。そして、スクールバス等で通学に対応している

という状況から考えますと、人口が減少したから防犯灯が少ないという考え方だけでは、

地域の安全・安心は守れないのではないかというように承知をしております。 

  そういう中におきまして、今般、ＬＥＤ化を進めましたけれども、これらについては

10年間のリースということでございまして、10年後、リースの最終年度についてはこれ

をどうするか、今後の財源をどうするかという部分については、これは一つの大きな課

題になろうと承知をしておりまして、この辺につきましては、地域の方々ともその方向

性については、町と一致した考え方をきちんと打ち出す必要があると承知をしておりま

す。 

  いわゆる山間部では、子どもたちがだんだん少なくなっていくということ、そして、

お年寄りが多くなるという状況を考えますと、逆にその辺については地域の安全・安心

を守っていくという視点からのこの防犯灯ということを考えていくことが必要かなとい

うことも考えておりますので、この辺につきましては、地域の皆様方と安全・安心な地

域環境をきちっと守っていくという視点で、今後とも意をもって対応してまいりたいと、

このように考えております。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 決算書の26ページ、職員手当についてお伺いします。これは約１億

9,350万円の支出済み額なのですが、この中の時間外についてどのくらいあるのかお伺

いします。 

○委員長（菅原隆男） 黒澤総務係長。 

○総務係長（黒澤和幸） それでは、全課にまたがることでございますので私のほうから

お答えをさせていただきます。 

  一般会計全体で時間外手当につきましては、平成28年度におきましては3,786万6,000

円ほどになっております。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これは役場全体ということのようですが、時間外労働をなされてい

る職員の年齢層についてはいかがでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 黒澤総務係長。 

○総務係長（黒澤和幸） お答えいたします。 

  年齢層につきましては、例えばでございますけれども、イベント等であれば、若手の

職員から業務に当たっていただくというような対応をしておりますけれども、それぞれ

の通常業務におきましては、特段どの年齢ということでもなく時間外勤務を行っている

ものと捉えております。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） イベントというのは、鮎まつり、紅花まつり、その他もあると思う
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のですが、これ職員１人当たりに換算しますと、大体年間何時間ぐらいの時間外労働が

あるのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 黒澤総務係長。 

○総務係長（黒澤和幸） お答えをいたします。 

  平成28年度につきましては、一般会計の職員でございますけれども、１人平均年155

時間程度でございます。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これが少ない多いは、またいろいろ事情があると思うのですが、今、

非常に時間外労働、特に若い人に対しては問題になっているという中で、少しでも減ら

すべきではないのかと思うのですが、そこら辺の考え方はいかがでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 時間外労働につきましては、職員の数も含めて、あるいはその事業

にもよりますし、また今、どうしても土曜、日曜にこの事業を展開しなければならない

ということもありまして、非常に難しい部分があります。155時間というように今、係

長から答弁させていただきましたけれども、決して多いとか、少ないとか、こういう議

論は私はちょっとできませんが、職員の数が当初よりも60人ぐらい予定より減ってきて

いると、予定というよりも、私が就任をさせていただいたときから減ってきているとい

うのが数字でございます。 

  その中で、やはりそれだけでもないと。決して職員が減ったから時間外がふえたとい

うことではないと。それをサポートしていくためにも臨時的な職員をお願いしなければ

ならないとか、いろいろな形で対応してまいりました。その方向性としてどうなのかと

いうことになりますと、できるだけ時間外を少なくして進めていきたいということでご

ざいますが、例えば先般、行わせていただきましたまちづくり座談会は、ウイークデー

の７時半から９時まででやらざるを得ないということがある、その中には、できるだけ

管理職は、これは全然ないわけでございますけれども、やはり係の職員は交代して出ざ

るを得ないということにもなるわけでして、そういうようなことをやると。それから、

税務の申告のときには、どうしても税務出納課の職員は、一時的ということにはなるわ

けですが、相当な労働時間をふやさざるを得ないという状況になるわけです。 

  そのようなことを踏まえながら過重労働にならないように、そして、職員が意欲を持

って職務に精励されるような環境づくりをしていくというのが、これは私の役割でござ

いますので、そのような方向を念頭に置きながら対応してまいりたいと思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 次に進みます。 

  ３款民生費、40ページから48ページまで。３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 43ページですが、高齢者運転免許証自主返納支援事業についてお伺
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いをいたします。実績をお伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 長岡健康福祉課長。 

○健康福祉課長（長岡 聡） お答えいたします。 

  高齢者運転免許証自主返納事業でございますけれども、平成27年度から新規事業とし

て取り組んでいるものでございまして、平成28年度の実績といたしましては11名の方に

タクシー券を交付しているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 高齢化が進みまして全国的にもいろいろな問題が起きてきているよ

うですけれども、11名の方、返されましてどのような感想といいますか、声などをお聞

きしていることはございますでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 長岡健康福祉課長。 

○健康福祉課長（長岡 聡） お答えいたします。 

  健康福祉課所管で取り組んでおりますこの自主返納事業でございますけれども、対象

とさせていただいている方が、認知症の方ということで日常生活の自立の判定において

認知機能に何らかの影響がある方、具体的には介護認定をされた方の中でそういう判断

がされた方ということで限定をしている事業でございます。その中で、返納者の声とい

うようなことになりますと、これは主には介護をされているご家族からの声というよう

なことになるかと思いますけれども、ご本人としては、まだまだ運転をする意欲はある

という状況の中で、やはりそういう状態になられている中で、ご家族はご本人が運転を

することによる不安というようなことでケアマネジャーですとか、うちの包括支援セン

ターに心配の声などが寄せられている。その過程の中でこういうようなことがございま

すということでご紹介させていただいて、このタクシー券の交付というところにつなが

っております。具体的な声というようなことになると、そのような形でお答えさせてい

ただきます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 自主返納ということで、あくまでも自主的な返納だと思います。当

てはまる方もいらっしゃるのにまだ運転をされている方もいるのかなと思いますけども、

その辺、しっかり目を配っていただきながら、また引き続きの事業をよろしくお願いし

たいと思います。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） ただいまの質問に関連してですけれども、ちょうどきょうの「山形

新聞」にその記事が載っておりました。認知症の方、高齢者の方の自主返納については、

死亡事故も減少するなどの一定の効果があるという記事でありました。こういった意味

からも、今年度29年度からは認知症の方以外の高齢者の方に対してのそういう支援措置

も行っていますけれども、事故防止という観点からも、この高齢者の方の免許証の自主
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返納事業に対する考え方をお伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 長岡健康福祉課長。 

○健康福祉課長（長岡 聡） お答えいたします。 

  この27年度からのこの取り組みの事業につきましても、やはり高齢者の交通事故、ま

た車での徘回、それが結果として事故につながるというようなことなどもございますの

で、そういう事故防止の観点からも取り組みをさせていただいた。ただ、初期の取り組

みといたしましては、その中で対象とさせていただくのは、認知機能に問題といいます

か、課題のある方ということで限定をさせていただきました。 

  高齢者の全体の事故防止ということになれば、やはり認知症の方だけでないというよ

うなところもございまして、その部分につきましては28年度中も組織内で議論をさせて

いただく中で、今年度からは町民課でございますけれども、通常の高齢者の方について

も、やはり事故防止という観点もありまして自主返納に対する支援ということでさせて

いただいております。 

  中身といたしましては、デマンドタクシーの利用券の交付ですとか、あとは運転経歴

証明書、過去に返納されて運転経歴証明書をお持ちの方については、デマンド交通の割

引の支援をさせていただくというようなことで、高齢者全体の事故防止の部分での一定

の支援ということではさせていただいているのかなと思っております。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 非常に免許証の自主返納については、課題も多いというように私は

認識をしております。といいますのは、私どものような白鷹町という自治体におきまし

ては、公共交通機関が非常に少ないと。そして、必要性のあるものは、例えばお医者さ

んにかかるというときには、どうしても自家用車が必要になってくるというのが実情で

あります。そうなりますと、なかなか自主返納という思い切ったことは自分で決断でき

ないと。それを後押しするような環境づくりというものが絶対に必要になってくるとい

うことで、先ほど課長から答弁させていただきましたように、町民一般の皆さんの自主

返納も可能なように、それを背中を押されるような、押してあげれるような形をしてい

きたいと思っています。 

  と同時に、家庭の中でも自主返納を呼びかける息子さんなり嫁さんなりがおられる中

で、絶対に俺は免許証を放さないという方もいらっしゃるというのは、これは事実でご

ざいます。そういうことを積極的に我々は、事故というようなことを考えたときは、そ

れなりの年齢に達した、あるいはそれぞれ自動車の教習所といいますか、自動車学校に

出かけられてそれなりの証明をもらってくるわけでございますので、その辺においてそ

ういう形の中でおやめになるというときに、もっと我々が本人が安心できるような環境

がつくれるかどうか、これからはそれは相当我々としても気を使いながらやっていく必

要があるのかなとは思っているところでございます。きょう、何をどうするということ
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は申し上げられないわけですが、非常に大切な免許証の自主返納というのは、いろいろ

なところで高齢者の事故、アクセルとブレーキを踏み間違えたということで大変痛まし

い事故などもあるわけでございまして、プロドライバーですら出てくるということであ

りますので、この辺については真剣に議論をしながら、どれが一番いいということはわ

かりませんけれども、いい方向を何とか私も探求していきたいと思っているところでご

ざいます。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） この事業の周知も含めてよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 42ページの扶助費で障がい児福祉サービス費ということで、この

辺の内容についてお聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 長岡健康福祉課長。 

○健康福祉課長（長岡 聡） お答えいたします。 

  障がい児福祉サービス費の中身につきましては、障がい児の通所給付費ということで、

障がいをお持ちのお子さんの学校が終わった後の放課後デイサービスということで、そ

こに給付をしているものでございます。利用者数といたしましては、昨年度は11名の方

に利用いただきまして、1,500万円ほどの支出ということでございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 昨日の総務厚生常任委員会でも説明ありましたが、新たに障がい

児福祉計画を立てられるということで説明をいただきましたが、障がい児というものの

中に含まれるかどうかというのはちょっとわかりませんが、医療的ケアを必要とする児

童もしくは幼児に対する支援というものがなかなか進んでいないという、これは国全体

の状況のようでございますが、それでなかなかお父さんもしくはお母さんが仕事を退職

するか、長期にわたって休業するといったようなことで24時間つきっきりの中である程

度の期間、子育てには必要になるということだそうです。そういったことに対する支援

というのは、まだまだ国全体と申しますか、おくれているという状況だそうですが、町

としても、急遽そういった整備をするというわけにはいかないのかなということは感じ

ますが、そういった必要性というものはどのように捉えていらっしゃるのかお伺いしま

す。 

○委員長（菅原隆男） 長岡健康福祉課長。 

○健康福祉課長（長岡 聡） お答えをいたします。 

  そのような形での専門的な医療のケアをしながら生活をしなければいけない、そのよ

うなお子さんにつきましては、具体的な数字ということでは捉えてはおりませんけれど

も、何名かはいらっしゃるということでございます。この方につきましては、やはり常

時看護師、または診療体制の確保できるような環境の中での生活ということが条件とな



- ３６ - 

ってくるのかと思いますけれども、県内におきましても、そのようなお子さんに入所い

ただけるような施設というのは、これは限られてくるのかなと思っております。 

  医療のケアが常時必要な方について、地域の中でどのような形で生活できるかという

ようなことになってくると、やはり施設でお預りする場合には看護師の常勤が必要にな

ってくるというようなこと、また何かあった場合については、やはりすぐ救急機関、お

医者さんにかかっていただけるような体制をとる必要があるというようなことかと思い

ますけれども、そのような条件で現状を考えた場合には、なかなか一つの自治体でそう

いう方を受け入れるような施設というか、そういう基盤の整備というようなことに関し

てはかなり難しいのでないかなと担当として思っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 病児保育、病後児保育ということもございますし、本来であれば、

子育ては親がするのが当然だと昔から言われておりますけれども、なかなか最近はそう

いったことも言っていられないのかなと思います。今後、定住自立圏構想ということも

ございますので、その中でもぜひ話題にしていただきながら何らかの形で支援に向けた

動きにしていただければなと思います。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 47ページ、負担金補助及び交付金の中の町保育協議会保護者部会会

報発行補助金という項目について、ちょっと説明を求めます。 

○委員長（菅原隆男） 長岡健康福祉課長。 

○健康福祉課長（長岡 聡） お答えいたします。 

  町保護者部会会報発行補助金でございますけれども、こちらにつきましては町の保育

協議会の中の一組織としてあります保護者部会がございますが、こちらで機関紙「つく

しんぼ」というものを発行しておりまして、これは40年以上の歴史のある機関紙でござ

います。これの発行費用の一部についての補助でございます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これさっきおっしゃったとおり、40年と。県内でも古いといいます

か、40年前からやっているということで、保育の質は白鷹町は県内でもトップと言われ

ている中で、今度、保育園も民営化ということになった場合に、各保育園ごとの保育の

質の差が出ても困るということを踏まえた場合に、保育士と保護者の協議会ということ

だというように私は認識しているのですが、会報の補助金だけしか出ていないようなお

話を聞いたのですが、これから先、民営化になった場合の保育の質を考えた場合に、も

う少し手だてをするべきではないのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 長岡健康福祉課長。 

○健康福祉課長（長岡 聡） お答えをいたします。 

  町の保育協議会につきましては、施設部長会と保育士部会、そして保護者部会という
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ことで構成をされまして、それぞれ自主的な会費の収入によりまして活動をしていらっ

しゃいます。当然、この設立活動の目的というものは、やはり地域住民、そして、子ど

もたちの幸せをより高めるという目標があるわけでございます。その中で自発的な活動

をやっていらっしゃる部分の中で、特にこの保護者部会の機関紙につきましては、各園

の保護者の方々が持ち回りで編集をされ、そして、町内の各園の様子、そして、保護者

の考え方などを広くお知らせをするということで、町といたしましても、子育てに取り

組んでいらっしゃる状況については広くお知りいただく必要があるということも考えな

がら、この発行費用について現在、補助をさせていただいているわけでございます。 

  委員からお話しありましたとおり、子育て、子どもの健やかな発育ということからす

れば、この取り組みの後押しというのはどうなのかというのは大変重要な問題なのかな

と思っております。この自主的な活動をあくまでも尊重しながら、その中で子どもの健

やかな成長を願う思いというようなものをどのような形であらわしていくかというとこ

ろにつきましては、この部会の方々のご意見等もお聞きをしながら、うまく町での子育

て、そして、各園ごとの連携が図られるような形での支援というようなものについては、

考えていく必要があるのかなと思っております。 

○委員長（菅原隆男） 次に進みます。ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開は午

後１時15分といたします。 

              休 憩  （午後 ０時０４分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後 １時１５分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し再開いたします。 

  午前中の答弁について、佐藤町長から発言を求められておりますので、これを許可し

ます。佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 先ほどの職員の時間外に関する奥山委員の質問に対しての答弁の中

で、職員数というようなことで、当初私が就任したときよりも六十人ほどという表現を

させていただいたのですが、一般行政では22人の減になっておりますので、訂正をお願

いを申し上げる次第であります。 

○委員長（菅原隆男） ４款衛生費、48ページから52ページまで。 

  10番、石川委員。 

○10番（石川重二） 51ページ、負担金補助及び交付金のところですが、再生可能エネル

ギーの推進をうたって進めておられるわけですが、現在の町で昨年度までの状況、いわ

ゆるソーラーを載せた住宅の世帯戸数とか、総何十キロワットとかという数字を含めて

ご説明をいただければ。さらに、事業用の大きなソーラー発電もあるようなのですが、

そちらの量的なものは町で統括しておられると思いますけども、それも含めて回答いた

だきたいと思います。 
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○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  町では住宅における再生可能エネルギーの普及を推進し、地球環境の保全に寄与する

ため、県で実施しております再生可能エネルギー設備導入事業の申請が受理された方に

対し補助している町の事業でございます。 

  住宅用太陽光発電設備につきましては、発電設備に取りつけられた太陽電池の最大出

力の合計値に１キロワット当たり２万5,000円を乗じた額を補助額としております。 

  また、木質バイオマス燃料機器につきましては、対象経費の半額を助成しているもの

でございます。いずれも上限がございますが、このような形で補助をしているところで

ございます。 

  平成28年度の実績ということでございますが、太陽光発電設備につきましては12件、

126万9,000円でございました。27年度と比較しますと、３件の増となっております。 

  また、木質バイオマス機器についてですが、７件の補助をしております。合計額で49

万3,000円となっておりまして、27年度の比較では２件の増となっているところでござ

います。 

  太陽光の発電設備につきましては、28年度、12件でありましたが、12件全体で66キロ

ワットの最大発電出力を有する設備となっておるものでございます。 

  木質バイオ機器の導入については、薪ストーブ２件、ペレットストーブ５件でありま

して、電気や化石燃料の使用料の節減につながっているものであり、温室効果ガス排出

量の削減が図られたものと評価をしているところでございます。 

  また、事業用のソーラー発電というようなことでございましたけれども、公共機関に

設置しているものが、白鷹中学校ですとか健康福祉センター、それから子育て支援セン

ター等に設置しておりますけれども、こちらについては再生可能エネルギー等導入推進

基金、いわゆるグリーンニューディール基金制度を活用しまして導入したものでござい

ます。こちらのほうについては、地震や台風などによる大規模な災害に備えまして、避

難所や防災拠点等において災害時などの非常時に必要なエネルギーを確保するために、

再生可能エネルギーや蓄電池、未利用エネルギーの導入を実施したものでございます。

以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 10番、石川委員。 

○10番（石川重二） まだまだ住宅戸数では非常に数字は進んでいないわけですが、今、

日本の電力も原発等がなくてもほぼこの東日本大震災の後、緩やかに来たわけで、再生

可能エネルギーがもっと普及すれば、ドイツのように原発全部廃棄しても全部賄えると

いう、そういう段階まで進められたら最高だと思っているわけなのです。もう少し頑張

って拡大できるように推進を続けていただきたいと思います。 

  さらに、町民課のくらし環境係でされておられる美しい郷づくり推進会議の事業の中
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で、いろいろな活動で地域の環境保全とそれの推進のためにされているわけですが、そ

の事業の内容を教えてください。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  白鷹町美しい郷づくり推進会議につきましてご説明をいたします。20名の委員の方に

よって白鷹町の環境保全、そして、環境活動についていろいろご協力、ご指導をいただ

いております。主な内容についてご説明を申し上げますけれども、１つには、有価物の

集団回収についての補助を行っております。昨年度は延べ39団体の方々にご協力いただ

きまして、収集量については古紙が122キログラム、金属類が56キログラム、合計で180

キログラムほどの収集をしていただいております。年々、実施団体の運営が困難だとい

うようなことも昨年度、お話をお聞きしましたけれども、引き続きそれぞれの団体の中

で工夫していただきながら、有価物の回収に努めていただきましてご協力をいただいて

いるところでございます。 

  そのほかにもごみ資源部会ということでぼかしづくりですとか、固形石けんづくり、

エコクッキングなどの教室を開催しながら、環境に優しい生活ができるような工夫をし

ておるところでございます。 

  その中で、水環境部会という部会がございまして、こちらのほうでは町内の小・中学

校のプールの清掃に関しましてＥＭ発酵液をつくりまして、そちらのほうを用いて小学

生、中学生とともにプールの清掃を行っているところでございます。今までですと、夏

前にプールを清掃するときには、においですとか汚れなどが大変目立っておったという

こともあるようでございますけれども、この事業によりまして夏前のプールの清掃が順

調に進んでいるというようなお話をお聞きしているところでございます。 

  そのほかにもエコドライブ講習会でありますとか、学校の方々にもご協力いただいて

天ぷら油の回収などの事業を行っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 10番、石川委員。 

○10番（石川重二） ただいま報告いただきましてうれしく思うのは、学校プールに利用

して、いわゆる洗剤、それを大量に使うと、プールからその下流域、最上川にかけてま

で微生物が減ってくる、小魚がなくなるという現状があったわけですが、白鷹町は、お

かげさまで、公立小中学校５校全てとそれから保育園も一部プール掃除にＥＭを使われ

て大きな成果を上げておられるようであります。これは山形県内の公立校全てを町の経

費の中で補助を負担しながら推進しているという数少ない自治体だと思います。これか

らもぜひ頑張っていただきたいと思います。 

  今回の決算の審査意見書の中でも、いわゆる美しい郷づくりを環境保全のために推進

していただきたいという意見もございますけども、これからもぜひ頑張って町のために

この環境保全に力を入れていただきたいものと思います。以上です。 
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○委員長（菅原隆男） ほかにございませんか。 

  次に進みます。 

  ５款労働費、52ページから53ページまで。ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 次に進みます。 

  ６款農林水産業費、53ページから59ページまで。２番、渡部委員。 

○２番（渡部善美） 58ページ、６款松くい虫の被害は広がっているのかどうかお聞きい

たします。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えいたします。 

  松くい虫につきましては、県内では昭和53年から確認されたということで、それ以降、

平成７年度に１回、ピークになってその後、一時減少、さらに平成25年度に２度目のピ

ークが来たということでふえたり減ったりという波を繰り返してきたのかなと思ってい

ます。 

  我が町におきましては、平成26年度に被害として480立方メートルほどの松の被害が

あったと。27年度には262立方メートルに減ったのですけれども、28年度は、残念なが

ら365立方メートルということで若干ふえたというような状況になっております。 

○委員長（菅原隆男） ２番、渡部委員。 

○２番（渡部善美） いろいろあると思いますけれども、続けていてどういった効果があ

ったのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えいたします。 

  この松くい虫というのは、松くい虫という虫がいるわけではございませんで、マツノ

マダラカミキリというカミキリ虫がマツノザイセンチュウという小さな菌といいますか、

それを運んできましてそれによる伝染病ということになっております。このマツノザイ

センチュウというものそのものが外来種であって、なかなか日本の中では天敵がいない、

あるいは松に抵抗力がないということで被害が拡大してきたのかなと思っております。 

  その中でも、我が町といたしましては、町内の保全すべき松の場所を定めまして、特

にふるさと森林公園でありますとか、教育の森、白山森、愛宕山などにつきまして、こ

こにつきましては公益的機能が高い松ということで保全をしていくということで松くい

虫の対策を取り組んできたところでございます。なかなかこれでとめられるということ

にはならないわけですけれども、少しでも被害が拡大しないようにということで伐倒駆

除をして、切ったものについては、消毒をしながらビニールで覆ってそれ以上広がらな

いようにという対策を継続していく必要があるのかなと思っております。 

○委員長（菅原隆男） ２番、渡部委員。 
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○２番（渡部善美） これからもやってもらえるように要望いたします。その次、59ペー

ジで地域で守る松支援補助金のことをお伺いいたします。今は何カ所ぐらいなのかお聞

きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えいたします。 

  平成28年度につきましては、２カ所で取り組みをされております。１カ所につきまし

ては山口地内の羽黒の森、それからもう１カ所につきましては愛宕山の畔藤分になりま

すけれども、岡応寺の入口の部分、この２カ所で取り組みをいたしております。 

○委員長（菅原隆男） ２番、渡部委員。 

○２番（渡部善美） 大変ありがたい事業だと思いますが、効果のほどはどのようになっ

ていますかお聞きします。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） この地域で守る松支援補助金というものにつきましては、町の

単独の補助ということで、町内の里山、それから名所旧跡等の松林を保全するためのボ

ランティアを行っている団体につきまして、一定額の補助を事業費の２分の１以内とい

うことでさせていただいているものでございます。 

  先ほど申し上げました、特に山口地内の羽黒の森を守る会ですか、こちらにつきまし

ては既に10年以上取り組まれてこられたということで承知をしているところでございま

す。ここにつきましては、特に羽黒の神社の門前ということで大変すばらしい松が数多

くあるということで、これを何とか後世に残したいということで取り組みをされている

とお伺いをしています。 

  この山口の皆様につきましては、枯渇防止の対策だけではなくてさまざまな研修会を

催したり、あるいは新たにコブシなどを植栽して森づくりをしたりということで、幅広

い活動をしていると認識しているところでございます。こういった事業を継続していく

ことによって少しでもそういったものを後世に残していくという取り組みにつきまして、

町としても今後とも支援をさせていただければと考えております。 

○委員長（菅原隆男） ２番、渡部委員。 

○２番（渡部善美） ありがとうございます。これからももう少しほかの地域でも広げて

やるように要望いたします。 

  そして、積立金の森林再生基金元金積立のことをお聞きします。大変すばらしいこと

だと思いますが、今後、どのように活用していくかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えをさせていただきます。 

  この件につきましては、先日の一般質問の中の町長答弁の中でも若干触れさせていた

だいた部分でございますけれども、平成28年度につきましては、森林再生基金の元金積
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立ということで行わせていただきました。29年度予算につきましては、再造林の経費に

ついて要綱をつくりまして取り組みの予定でございましたけれども、先日の町長答弁で

も申し上げましたけれども、県で再造林経費の自己負担分については、森林経営計画を

つくった箇所については、末端の20％分を県で対応するということで、今後もそういっ

た事業を取り入れていきたいという考えを示されております。 

  町といたしましては、再造林の後の保育経費、これを支援する事業のほうに切りかえ

まして、少しでも再造林が進んでいくようにしていきたいなと考えているところでござ

います。 

○委員長（菅原隆男） ２番、渡部委員。 

○２番（渡部善美） ありがとうございます。これからもどうかよろしくお願いして終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 

○７番（田中 孝） 54ページであります。農業振興費の中の13番委託料、農振等計画基

礎調査とあります。これの実績をお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えいたします。 

  この農業振興地域の計画の基礎調査業務委託ということでございますけれども、我が

町では、平成28年度から今年度にかけて２カ年の中で農業振興地域整備計画の見直し作

業を行っております。平成28年度におきましては、そのうちの基礎調査の中の附属図面

でございますけれども、町内のさまざまな施設等の整備状況でありますとか、さまざま

な施設の状況、それから土地利用の状況などをあらわす図面、５種類ほどございますけ

れども、これについて外部委託をさせていただいたものでございます。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 

○７番（田中 孝） これの今後の方向性などを伺いたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えさせていただきます。 

  まず、これまで特に平成28年度につきましては、関係団体の皆様ですとか、それから

人・農地プランを中心としまして地域の農業者の方々から聞き取りを行いながら、全体

的なゾーニングを行っているところでございます。 

  今、課題といたしましては、やはり将来にわたって確保すべき農用地と、特に山林の

隣接部地区などの非効率的な使われ方をしております農用地、ここをどうやって区分し

ていくかということが一つの見直しの議論になっております。そういった部分、今まで

地域の方々からいろいろ意見をいただいた部分について、山林近くの場所につきまして

は、やはり農用地区域から除外していく必要があるのではないかと。逆に農林政策の中

で中山間地域の直接支払い制度などにつきましては、農用地区域であることが必須条件
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になりますので、逆に編入していく地域もあるというようなことで、今、それの線引き

作業を行っているところでございます。具体的には、年度内に最終決定をする予定でご

ざいますので、年内には全体計画を取りまとめまして県との協議、それから関係機関の

意見の取りまとめを行って、その後、公告縦覧等の手続を行ってまいりたいと考えてお

ります。計画書がまとまった段階で議会にも内容についてお示しをさせていただきたい

と考えております。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 

○７番（田中 孝） やはり１つは、耕作放棄地というような名称があるわけであります

けれども、耕作放棄地というのは、どうしても耕作ができない、あるいは担い手がいな

い、あるいは高齢者になっているという現実があるわけで、今、中山間直接支払い等な

ども関連はしてくるものというように思いますけれども、そういうところについては別

な面で生かすことができないものかなと私なりに感じておりますけれども、いずれにし

ても、今、課長がおっしゃられたとおり、地域の方々とよくお話し合いをし、お互いに

理解をする中でひとつ進めていただければなと思うところであります。 

  さて、もう１点ですけれども、55ページであります。協働のまちづくり事業の中で使

用料及び賃借料とあります。この実態を伺うとともに、次の56ページについてもここに

原材料費の協働のまちづくり事業ということについてありますが、この実績をひとつお

聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えをいたします。 

  協働のまちづくりの事業につきましては、白鷹町の協働のまちづくり条例に基づきま

して支援を行っているものでございますけれども、農家の方や地域の住民の方の参加で

行われます身近な水利施設等の農業施設の整備、あるいは林道に連絡する作動道の補修

等につきまして、その資材費、それから重機の借り上げ代などを使用料、原材料費で対

応しているものでございます。 

  28年度の実績につきましては、使用料では深山地区で１カ所、それから原材料費につ

きましては大瀬と十王で各１カ所ということで対応しているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 

○７番（田中 孝） ことしもそういう形で今後、進めていくわけだと思いますが、今後

についてどういう進め方、あるいは29年度についても啓蒙の仕方はどういう形になって

いますか、お伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えいたします。 

  この事業につきましては、毎年４月の区長、町内長会で事業の説明をさせていただき

取り組んでいるものでございます。その年度によって申し込み件数は違うわけですけれ
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ども、平成29年度、これまでの状況を申し上げますと、使用料については２件、原材料

費については４件の申し込みがございました。 

  この事業につきましては、基本的にはそのほかの補助事業等が適用できない部分を補

うという考え方でございまして、例えば中山間地域の直接支払い制度などで対応できる

地区分については、そちらを使われているのではないかなと思っております。 

  今後につきましても、この事業を周知については行わせていただきまして、有効に活

用いただけるようにしていきたいと考えております。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 58ページの有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金ということであ

りますが、現在、イノシシの被害であったりとか、熊の被害といったことで昨年も非常

に大きな被害が出ているわけでありますが、熊ないしイノシシを捕獲するに当たっての

頭数の制限があると思うのですが、その辺の状況と、捕獲をするための用具を設置する

基準というものがあるのか、なかなか簡単に誰でもかれでも簡単につくることできない

のだということ、よくお聞きしますけど、その辺の基準と申しますか、その辺はどうな

っているのか教えてください。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えをさせていただきます。 

  この予算であります有害鳥獣被害の軽減モデル事業につきましては、県の事業を使っ

て対応しているものでございまして、28年度については２件の申し込みがございました。

いずれも熊用の電気柵ということでございます。 

  捕獲の制限というお話でございましたけれども、鳥獣の中では熊などのように保護対

象になっているものもございまして、今までは市町村ごとに割り当て頭数というものが

ございましてその範囲内でということでございましたけれども、今年度につきましては、

県でも非常に熊がふえているということの中で、事前に市町村に何頭という割り当てで

はなく、ある程度、一定数に達した段階で調整をしていくということで、具体的な数値

を市町村に示すという形ではなくなったのかなと捉えているところでございます。 

  県の事業につきましてはそれに応じた要綱などもございますので、それに合致する、

いわゆる家庭菜園的なものではちょっと大変な部分あるのかなと思いますけれども、一

定の被害額があるということで、そこを対策するという部分での補助要綱になっている

と承知しております。 

  それから、町の予算には出てこないわけですけれども、鳥獣被害対策の実施隊が直接

国から受けている事業もございまして、それにつきましてはイノシシ等の捕獲用のわな

の購入でありますとか、駆除活動への実施の日当でありますとか、そういったものは国

から一定額、手当てされております。そちらは参考までにですけれども国100％の事業

で約180万円ほど出ているようでございます。 
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○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 熊に関しては、頭数の制限というのは、割と解除というか、調整

されるというようなことでちょっと安心いたしましたが、何せ最近は、小学校の近くで

あったりとか住宅地に、平気で出没してくる熊であったりイノシシであったりでありま

すので非常に心配なわけでありますが、イノシシに関しては国から180万円ほど出てい

るというようなことで今、お話しありましたが、町からはイノシシ対策という部分では

モデル事業、熊の電気柵ということでありますので、イノシシに関しては町からは補助

は出ていないということだったのでしょうかね。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） わなという部分で申し上げますと、今までの取り組みといたし

ましては、１つには、国での補助事業があります。ただ、これは３戸以上の農家が集ま

った団体という制限もございますので、ちょっと取り組む要件としてはハードルが高い

のかなと思っております。 

  もう一つが、先ほど申し上げました県の単独の予算措置がございます。これらにつき

まして、特に28年度につきましては、当初予算で見込んでいた額以内の申請額でござい

ましたので、これがやはり申請が多くなって県事業だけでは対応できないということで

あれば、町の事業も検討していく必要があるのかなと思っております。 

  もう一つ、全体の中でございますけれども、鳥獣被害の実施隊の年額報酬といいます

か、そちらについては町で手当てをさせていただいているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） わかりました。先ほどというか、12万2,634円というのは、熊の

電気柵設置に対する２件の申請があったものに対してということでありますけれども、

これも28年度の決算というわけではありませんが、今年度も非常に電気柵が流行ってい

るというか、需要が出てきているという部分で、ホームセンターにも在庫がないくらい

需要が高まっているということをお聞きしております。29年度の当初予算の分も使い果

たしてくるのかなというように思いますけれども、28年度の決算という部分からすれば、

ちょっと話、違うかと思うんですが、今年度、補正なり、そういったところで対応して

いただくという考えはないのか、その辺、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菅間農林課長。 

○農林課長（菅間直浩） お答えいたします。 

  やはり作物被害についてはいろいろなところでお話をお伺いしておりまして、ご自分

で既に設置しているという方も大分いらっしゃるのかなと思っております。 

  この県の事業につきましては、県が４分の１、町が４分の１ということで、この部分、

４分の１部分は町が入っております、失礼しました。県事業につきましては２分の１補

助ということで残り２分の１は自分で出さなければならないという事業でもございます。
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そういった中で、二の足を踏まれている方もいらっしゃるのかなと思っておりますけれ

ども、今年度予算分についても、委員おっしゃるように、もしそれを超えるようであれ

ば、対応ということも検討する必要があったのかと思っておりますけれども、今のとこ

ろ、そこまでは至っていないという認識でおります。次年度以降につきましては、こう

いった部分の総合的な対策についてまだまだ検討する必要があると思っておりますので、

また改めてその辺は検討させていただきたいと思っております。 

○委員長（菅原隆男） ほかにございませんか。次に進みます。 

  ７款商工費、59ページから63ページまで。10番、石川委員。 

○10番（石川重二） 62ページ、リフォーム事業に関してなのですが、何件でこの金額に

なったのか、１件当たりの事業金額が平均どのくらいになったのか教えてください。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えさせていただきます。 

  リフォームとおっしゃいましたが、建築需要促進事業の関係でよろしいでしょうか。 

  建築需要につきましては、件数が149件でございました。それで、工事費の合計につ

きましては２億2,750万8,000円というようなことでございます。１件当たりの平均とい

うのが、ちょっとありませんけれども、補助額が上限で10万円の10％の補助ということ

でございまして、100万円で10万円の上限というようなことになります。この補助金額

の件数別でいきますと、２万円から３万円の補助の件数が42件でございました。それか

ら、３万１円から４万円までが17件、それから４万１円から５万円までが８件、それか

ら５万１円から６万円までが10件でございまして、あと６万円から７万円、７万円から

８万円、８万円から９万円がそれぞれ３件ずつでございまして、９万１円から10万円ま

では62件ということで、２万円から３万円と９万１円から10万円の部分が一番多いとい

うような分類になってございます。 

○委員長（菅原隆男） 10番、石川委員。 

○10番（石川重二） これを通じまして、やっぱり白鷹町でいろいろな建築関係の需要が

ふえていくようになれば、非常に好ましいものだと思います。ぜひこれからも精力的に

お進めいただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） 今の件につきましてお答えをさせていただきます。 

  このルールの建築需要促進事業につきましては、一応29年度で終了させていただいて、

来年度からは今までのものを検証させていただいて見直しをさせた制度と申しますか、

そういったことで考えさせていただきたいと思っております。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 同じ62ページの先ほどの負担金補助及び交付金のところの一番下、

商業活性化促進事業、これはプレミアム商品券だと理解していますが、言える範囲でど
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ういった業種のところで使われたのか、個人のところが特定できないような形でお答え

願えますか。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  取り扱い事業者でございますが、これは全体で83事業所でございました。店舗という

よりは業種でお答えをさせていただきたいと思いますが、１番は食品が大体39％ほどの

シェアを持ってございます。それから燃料関係、これが23％、それから家電関係、いわ

ゆる電気製品ですがこれが15％ほどというようなことで、あとは衣料品、飲食、それか

ら自動車修理というような順序になってございます。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 大体特定できるような業種でございましたが、私も使わせてもらっ

ていますが、食品と燃料ということで、期限がありますから冬の灯油というのはなかな

かお店と相談しないと難しいわけですが、先ほどの建築需要と同じように、今までやっ

てきた部分のやり方をもう少し見直したりという今後の方向性はございませんか。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えさせていただきます。 

  この商業活性化促進事業につきましても、10年ぐらいたつというようなことで事業そ

のものを検証させていただいて、30年度からは見直しをさせた制度で新たに取り組ませ

ていただきたいと考えてございます。 

  方向性でございますが、今、先進地事例等も検証をさせていただきながら、また商工

会なりともお話をさせていただいて、１次的な効果とそれから２次的な効果まで持って

いけるような制度にしていきたいと考えてございます。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） やっぱり29年度を見ても、やった当初は発売日その日に売り切れと

大変好評だったわけですが、27年度かな、２割ついたときがございました。その後、ま

た１割に戻ったわけで、ことしを見ても売れ残っていると言うと、言葉悪いかもしれま

せんが、なかなか売るまでに時間がかかるというような状況を見ましたので、少し考え

方を変えてほしいなと思って質問させていただきました。わかりました。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 私からも、商工費、２つほど質問させていただきます。 

  まず、61ページ、川魚放流事業の実績なのですけれども、毎年、120万円ほど川魚を

放流されているのですけれども、実績と効果というところ、お知らせいただきたいと思

います。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えさせていただきます。 
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  川魚放流事業につきましては、毎年でございますが、放流数量といたしましては290

キログラムということで、大体４万1,000匹ほどの稚魚を放流してございます。120万円

というような額でございまして、これがやなにかかると一番いいわけですけれども、近

年でございますが28年は5,600匹、27年は5,100匹、26年は3,700匹ほどということで、

26年が一番下がっておりますけれどもあとは5,000匹台ということでございます。平成

13年には４万8,000匹もかかったときもございますし、平成20年には２万8,000匹もかか

ったときがあるということで、だんだん収量が成魚でやなで捕まる量が落ちているとい

う状況でございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） ただいまお知らせいただいた、やなでかかる量が少なくなる理由、

ほぼサギとかカワウとかいろいろな理由があると思うのですけれども、そのほか気にな

るところがございましたら。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） カワウが一番大きいものでございまして、昨年、一昨年は

かなりの被害だったと記憶してございます。ことしは、カワウの被害は今のところ、減

少しているという状況でございます。しかしながら、近年、ブラックバスの被害がある

ということでそれぞれの漁協から報告をいただいているところでございます。これにつ

いてはキャッチ・アンド・リリースといいますか、もう１回放してしまうということも

ございまして被害が拡大していると承知しているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 漁協とも連携とりながら対策をとらなければならないと思いますけ

れども、せっかく４万1,000匹も放しているので収穫のあるような対策、どのような形

でとられているのかお知らせください。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） まずは、以前は放流する箇所を１カ所か２カ所、３カ所ぐ

らいにしておったのですが、近年的には収量が下がっているということで９カ所に分け

てそれぞれ放流をしているところでございます。 

  また、それぞれの漁協でもご協力をいただいたりしてロケット花火でカワウの追い出

しとか、そういったこともさせていただいておりますし、また、漁協でブラックバス釣

り大会とかをやっていただいて、それは釣ったものは持って帰っていただくような事業

なども展開をしていただいているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 今後、かかる量を検証していただいて、継続するかも含めた形で検

討ということになるのでしょうか、改めてまた精査されるのか、その辺をお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 
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○商工観光課長（齋藤重雄） やはり私ども日本一のやな場を設置している自治体でござ

いますし、白鷹といえばアユというようなことでございますので、この放流事業につき

ましては継続してまいりたいと考えてございます。 

  ただ、その対策につきましては、漁協、それから猟友会等にもご協力をいただきなが

ら実施をしていく必要があると考えてございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 次に、62ページ、６次産業化の活動実績ということでございますけ

れども、なかなか６次産業化、形として見えてこないのかなと思っているのですけれど

も、今現在の活動実績などをお願いします。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  この６次産業化支援事業につきましては、町から産業振興戦略会議に委託をさせてい

ただいて取り組んでいるところでございます。この事業につきましては、新商品新サー

ビス開発等に取り組むための調査検討事業、それがまず１つでございます。それから、

新商品新サービス開発既存商品やサービス等改良に取り組む事業が２つ目でございます。

そして、新商品新サービス既存商品やサービス等改良後の販路拡大に取り組む事業とい

うことで３つございます。こういった３段階におきましてご支援をさせていただいてい

る事業でございます。 

  平成28年度につきましては、１つは、白鷹産大豆、玄米、コンニャクを原料とした加

工品の販路拡大ということで、これは先ほど申し上げました３番目の事業でございます。

それから、紅花製品のＰＲ及び販路拡大というようなことで、この事業所につきまして

も販路拡大、先ほど申し上げました３番目の事業というようなことで28万円ほどの補助

金を交付しているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 販路拡大の支援とういことでございますけれども、その結果などは

お聞きになっていますか。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） それぞれ２つのケースとも首都圏とそれから札幌のところ

で行われた、いわゆるフェアといいますか、そこで試作品を提供してマーケティング調

査をなさったということでございます。それぞれの件につきましては、商品の説明から

入らなければならないというようなことで、商品を説明するのに時間がかかったとはお

聞きしておりますけれども、それぞれ所期の目標を達成されたと伺っております。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 目標を達成されたということは、消費者の皆さんにも理解をしてい

ただいたのかなと思いますけれども、そこから先の展開といいますか、実際の商品化ま
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でなかなか難しい面があると思いますけれども、この６次産業化、今後、どのような形

で支援をされるでしょうか。お聞きします。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） この６次産業化というのは非常に難しい課題がたくさんあります。

ということは、具体的に何をどう加工してそれを商品化して、それをどうやって販売を

していくかという一つの大きな流れでございまして、今のいろいろな取り組みについて

具体的に申し上げますと、例えばチーズをやりたいという方がいらっしゃいました。チ

ーズについては生乳で生のまま出荷すると補助がつきますけれども、加工すると補助が

入らないとか、難しい問題もあります。 

  それから、我々としてこれから研究していかなければならないのは、隠岐島というご

案内だと思うんですが、そこの隠岐町という町があります。ここは冷凍庫、これを新た

なものを取り組んで一瞬にして町勢の回復をしたというところがございます。これはＣ

ＡＳ冷凍機という機械でございます。なかなか大変な高額でもありますけれども、それ

を準備することによってほとんど新鮮なままで数カ月もつというものだそうです。私も

具体的に見たことはありませんが、そう言われているところでございます。 

  そういうものを加工といいますか、６次産業化のときに生かすとか、あるいは瓶詰め、

缶詰ということもありますし、練り物にするということもあるわけでございます。実際

にそういう取り組みをされても実際にこの経営までいかれるということは、まず難しい

といいますか、ほとんど少ないという状況下で、私は諦めるべきではないと。やはりこ

れでもかこれでもかと常に前に進み、それが１つヒットをすれば十分解決するし、１つ

乗れるというように私は信じているものでございます。担当している職員は相当苦労し

ておりますし、血のにじむような努力をし、これは生産者からいろいろな流れ、あるわ

けでして、大変な努力はしているわけでございますが、私としては、諦めることなく取

り組んでいただければありがたいなということでございますし、応援もしてまいりたい

と思っておりますので、ぜひいろいろな形で、こういうものがあるのではないかとか、

こういうものができるのではないかといういろいろご意見を逆にいただければ、我々も

参考にそれをやってまいりたいなと。１つの大きな流れとしては、エダマメを使った流

れとしては、私は一つの方向性は出てきているなとは認識をしているところでございま

す。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 62ページ、企業立地促進事業補助金についてお伺いします。28年

度の実績はいかがだったでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  28年度の実績といたしましては、２社が増設をされたということでございまして、１
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社に1,000万円、もう１社に541万6,000円の交付をしているところでございます。 

  それから、もう１社につきましては、27年度に進出なされた企業につきましては固定

資産税相当額の部分を交付させていただいております。こちらについては31万8,000円

というようなことでの状況となってございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） この事業を申請されるに当たっては、１名以上の社員の雇用の増

加というものが条件だとなっておったと記憶しておりますが、その辺のところはどのよ

うに把握していらっしゃいますか。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） それでは、ご説明をさせていただきます。 

  先ほど申し上げました1,000万円の事業所では、雇用実績が２名増員されてございま

す。それから541万6,000円を交付された事業所さんでは３名が増員されておるところで

ございます。 

  なお、固定資産相当額の交付の事業所さんにおかれましては、その雇用の数は要綱に

は関係ございませんのでそのような状況になっております。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） ありがとうございます。２名プラス３名、５名の新たな雇用があ

ったということでございますが、最近、少子化ということで子どもたちが大人になって

どうしても都会に行ってしまうというような流れの中で、やはり親御さんたちのお話を

お聞きしますと、働く場がない、雇用の場がない。何とか雇用の場をつくってほしいな

ということをよく言われますが、新たに県外、町外から企業を誘致するという部分も当

然でありますが、それとあわせてこういった事業で地元の企業の方が元気になっていた

だくということも、やっぱり大変大事なことかなと思います。せっかく元気になったと

ころである企業からお聞きしたのですが、「ある程度、元気になってきたのだから何人

か大学生の卒業生が欲しいのだけど、なかなか募集してもうちらの会社のところには来

てくれないのだ」という悩みをよくお聞きします。一概にどうやったら地元に残ってく

れるかということを申しても、これにはなかなか特効薬というものはないわけでござい

まして、教育の面であったり地域づくり、総合的な面で地域に若い人たちが残ってくれ

るような風潮づくりと申しますか、そういったものもこういった企業の立地事業とあわ

せて進めていく必要が当然あるのかなと思いますが、その辺、改めて、これは町長にお

伺いしたほうがよろしいのですかね、その辺の気持ち、考え方をお聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 労働者不足、正直真っすぐ申し上げますと、そのような形になるわ

けですが、実はやっぱりどこのご家庭におきましても、自分のうちを守ってくれる人は

残ってほしいと思うのが、誰しも親としては当たり前だと思います。その際に、やはり
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今までも、もちろん、これからもそうだと思うのですが、働く場所がないと。その働く

場所の意味が自分に合った、自分が学んできた場所となかなか合致がしないと。今、実

際に求人倍率が１倍を超えているわけですから働く場所がないということではないわけ

ですが、自分が今までいろいろなものを勉強してきたり技術を身につけたものとは、な

かなか相入れない働く場所であるというようなことで、なかなかそれがうまくマッチン

グしないということになろうかと思います。 

  そのような中で、やはり我々としては、できる限りの応援をやっていきたいというこ

とは考えておりますけれども、やはり企業さんが涙ぐましい努力をなされております。

それぞれ必要とする人材が輩出される学校、これは高校のみならず、大学あるいは専門

学校を回っていただきながら、あるいは相当の経費をかけながらコマーシャルを出した

りというような涙ぐましい努力をなさっていると。それでも集まらないということでご

ざいます。 

  そのようなことを踏まえながら、我々も応援できることは何かと。例えばということ

でまだ話をしているのですが、これちょっと課題もありますので簡単に取り組むことは

できない部分があるらしいのですが、町報に何らかの形での、企業名まで出すと、ちょ

っといろいろ課題があるそうでございますので、あっせんというようなことになっては

いけませんので課題はあるわけでございますけれども、何とか企業に１人でも２人でも、

我々を通じていえばここにいて、例えばハローワークに行っていただいてどうかという

ようなことぐらいだったらできるわけでございまして、そういう面で家族の方から見て

もらえるということです。今、委員がおっしゃったようなことは、本人は都会で働いて

いらっしゃるわけですからそういう情報はなかなか知り得ることはできないわけですけ

れども、こういう仕事があるよということを家族の方から連絡が入るような何らかの形

がつくれないかということで検討はさせていただいておりますが、これでいけるという

ことまではいっていないというのが本音でございまして、今後ともいろいろな試行錯誤

を繰り返しながら、何とか家族、そして、うちを守っていく、白鷹町を守っていただけ

る後継者をつくっていけるように頑張ってまいりたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） 60ページの「日本の紅（あか）をつくる町」連携推進事業委託料に

ついてお伺いします。この主要なる施策の成果の中に、「多方面にわたるマーケティン

グを行いました」という文章があります。この多方面にわたるマーケティングについて

の内容をお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  この事業につきましては、「日本の紅（あか）をつくる町」連携推進事業の中で、特

に健康食材紅花ということでのマーケティング調査をしたものでございます。具体的に



- ５３ - 

は、山形銀行と委託契約を結びまして事業展開をさせていただいたものでございます。

その中で、特に「ぐるなび」という飲食の関係の会社がございましてそちらのマーケテ

ィング調査を実施したものと、それから、首都圏のシェフの方をお呼びしてこちらの食

材をご紹介申し上げて、首都圏でのシェフの方のお店で白鷹の産地フェアを開催してい

ただいたものでございます。 

  その中で特に食材としての紅花に興味があるかどうかということで「ぐるなび」での

調査をしたところ、100軒の調査でございます。58％が興味がある、やや興味があると

いうことでお答えをしているところでございます。その中で、どういったところに着目

しているかというと、着色料として活用できそうというのが４割ほどでございます。そ

れから、健康によさそうというのが36％ほどというようなところで、大まかな状況です

が、そのような調査をさせていただいているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） ただいまのマーケティング調査を今後、どのように生かしていくの

かというところが物すごく重要になってくるのかなと思いますけれども、先ほどの笹原

委員の６次産業化の質問にもありましたけれども、これらの紅花の素材を今後、どのよ

うに生かしていくのか、お伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  今般、紅花を健康食材としてのマーケティングの調査をさせていただきましたし、そ

れからシェフの方を招聘しての白鷹の食材ということでのお考えもいただいたところで

ございます。 

  それで、今後の活用の仕方といたしましては、紅花だけでなくて、いわゆる白鷹レッ

ドと言われる食材、それから白鷹ならではの食材といったものを使った料理のレシピで

あるとか、そういったものを招聘させていただきましたシェフの方に考えてもいただき

たいと思っていますし、今年度につきましては、その方にもう一度来ていただきながら、

本町の、いわゆるお料理をなさっているお店の方とのコラボレーションといいますか、

メニューのレシピの交換であるとか、そういったことで取り組ませていただきたいと考

えているところでございます。 

  なお、食材につきましてはさまざまございます。白鷹産のトマトでありますとか、米

沢牛でありますとか、そういった部分についても当然、紅花によるものばかりでなくそ

ういったところの取り組みをさせていただきたいと思っております。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） 紅花を素材としたいろいろな商品開発、マーケティングについて、

生産する立場とすれば、それがなりわいになっていくことがこれから重要ですし、そう

なっていくことによって紅花栽培が定着して紅花を使ったいろいろな加工品なり、マー
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ケティングができ上がってくるというように思うわけです。 

  それを考えた場合に、いろいろな紅花を使った商品の価値を高めながら生産者の所得

になっていくような、そのような取り組みも一方では大変重要なのではないかなという

ように思うわけですけれども、今後の取り組みに向けたその辺の考えをお聞かせいただ

きたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えさせていただきます。 

  まず、私どもの目標としておりますのは、染料としての紅花ということで紅餅を200

キログラムつくるというのが観光交流推進計画にのせております目標数値でございます。

まずは、そちらをやっていきたい。 

  そのほかに、やはり健康食材としての紅花でありますとか、先ほど笹原委員から、６

次産業化でどういったものを28年度させたのかというお話がございました。その中の一

つに、紅花の素材を使っている方がいらっしゃるということでお話し申し上げましたが、

この方は、いわゆる紅餅をつくる過程で出る、いわゆる黄色の色素の染料といいますか、

水分ですね。それを使って健康的な、例えばショールでありますとか、ガーゼでありま

すとか、そういったものを紅花の黄色の成分で染めてさまざまなものができないか。例

えばここに書いてあるのだと、リップクリームみたいなものもあるのではないかという

ようなお話もされております。そういったことにチャレンジなさっております。そうい

った方々を支援していくという部分も、我々としてはしていかなければならないものだ

と思ってございます。いわゆる食材でもありますし、そのほかに目をつけてそこで頑張

ろうという方もいらっしゃいますので、そういった本来、紅花の私どもが目標としてい

ます染料としての紅餅の生産、それから食材、そして、そこから派生するものを使って

の新たな商品といいますか、それをやるという方の支援、そういったことで進めてまい

りたいと思っております。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） ぜひ紅花の素材を多方面に、あと多岐にわたる使い方によって、ま

た商品開発等によってぜひ継続的に生産していけるような環境を整えていってほしいな

と思います。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 61ページ、観光拠点施設連携推進補助金についてまず説明を求めま

す。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  観光拠点施設連携推進事業につきましては、事業の中身といたしましては、構成して

おりますパレス松風、あゆ茶屋、それからのぞか村、どりいむ農園、そちらの４施設に
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よるスタンプラリーの実施、これが年３回の実施でございます。それから、それも含め

て誘客対策としてのチラシの作成及びラジオ等のマスメディアを利用した町内外へのＰ

Ｒということで進めているものでございます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） その結果についてはどのような成果があったのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  まずは、スタンプラリーにつきましては、応募者それぞれ１回目、春でございますが、

これは４月、５月でございます。連休を中心としたものでございますが、応募者数が37

名、それから６月、８月、これはお盆等を中心にして夏休みも含めた中でございますが、

応募者が28名、それから秋でございますが、これは10月から11月末ぐらいまででござい

ますが、これが応募者51名というようなことでございます。そういったことでスタンプ

ラリーについては行っているところでございます。 

  誘客者数としてでございますが、いわゆる先ほど申し上げました構成する４団体の集

客者数といたしましては、28年度につきましては大変残念ですけれども27年度よりは

５％ほど減少している状況でございました。以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 減少しているという原因は課長が十分に検討していると思うのです

が、この観光費全体的に見ますと、工芸体験まつりにも補助金を出しているということ

で、毎回ここら辺の観光費を見ますと、年間の予算でなっているわけですが、将来的に

長井市さんも道の駅の東側の河川敷をこれから整備して小さなやなもつくりたいという

お話も出ているようですので、そこら辺も踏まえますと、これから白鷹町の観光そのも

のをどうしていくのかということの中で大事だと思うのですが、工芸体験まつりの中で

来場者に、これからどのような施策をすればいいのかというアンケートなどはとったこ

とがあるのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） 工芸体験まつりにつきましては、ちょうど鮎まつりの後半

の２日間を深山地区で開催させていただいているものでございます。こちらにつきまし

ては、深山地区の実行委員会等が主催されているというようなことでございますので、

町としてその場所でアンケートをとったということは、私は承知しておりません。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これ白鷹町の観光の将来を考えた場合に、当然、来てくださるお客

様から町としてもアンケートをとっていろいろな施策を考えるべきだと思うのですが、

そこでちょっと関連でお聞きします。62ページのサテライトオフィス、これ非常に白鷹

町の観光ＰＲにも貢献していると思うのですが、そこら辺との連携をこれからどのよう
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に考えるのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤商工観光課長。 

○商工観光課長（齋藤重雄） お答えをさせていただきます。 

  まず、このサテライトオフィスにつきましては町が商工会に委託をしている事業でご

ざいまして、その業務委託の中身としましては、１つは企業情報等の提供であったり収

集であったりということと、それから観光関係のＰＲ、そして、移住の関係の業務もし

ていただいている、大きく分けて３つぐらいございます。 

  特に観光の部分につきましては、それぞれ私どもが首都圏でエージェントをお周りす

るとか、イベントで物品の販売をするときにお手伝い等もいただいているところでござ

います。今、ちょうどサテライトの所長が井上所長ということで首都圏白鷹会の事務局

長もなさっているということでございまして、毎年、ふるさと訪問ということで首都圏

白鷹会の方が本町を訪れられまして、さまざま名所旧跡等をお巡りいただいたり町の人

と交流していただいているということもしていただいております。特に例年ですと、十

二、三名なのですが、本年度につきましては28名ほどがおいでになるというようなこと

で、大変ありがたく思っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 観光につきましては非常に課題も多いということは、今、人口減少

という中でどうしても経済の活性化には、観光を含めて入り込み者数をどうやってふや

していくかというのが、それぞれの自治体の今、いろいろな競争の部分があるというこ

とは、今、委員が長井市の話も出されたわけですけれども、全くそのとおりだと思って

います。 

  実は長井市も日本版ＤＭＯ、自分たちで旅行の企画をし、それを商品にして売り込み

していきたいということであります。実は同じようなことが米沢市の道の駅でも今、計

画をされております。 

  そのようなことで、インバウンドも絡みになりますけれども、それをやりたいという

ようなことがございますのが、長井市がＤＭＯをやっていく場合には、長井市だけの力

だけでも果たしてということであります。これは観光庁の認定がございますのでそれな

りの基盤があるかというようなことになりますと、課題もあると。やはり長井市が考え

ていらっしゃる部分については、大変私もなるほどなと思うことはあるのですが、南陽

市と川西町と白鷹町と長井市、さらには飯豊町ということで花をメーンテーマにした日

本型ＤＭＯをやっていこうというようなことでありますが、米沢市がすれば、３市５町

全部というようなことで、これからその辺の定住自立圏を含めた中で検討は必要になっ

てくるのかなとは思っておりますけれども、いずれにしても、自分たちだけというのじ

ゃなくて、今後はかなり広域的な観光というものが必要になってくるのではないだろう

かと。 
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  その足がかりとして私どもは置賜花回廊からやっているわけでございまして、この辺

が一つの基盤としながらも、入り込み者数をどのようにふやしていくかということの中

でやっていく必要があるのではないかと思っているところでございます。これからいろ

いろな流れの中でどういうものが提示なされてくるかとか、わからないところがたくさ

んあるのですが、いずれにいたしましても、日本型ＤＭＯということは米沢市も長井市

も考えているということで、我々はその辺の情報をいただきながら町にプラスになるこ

とは取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 次に進みます。 

  ここで暫時休憩いたします。再開は２時50分といたします。 

              休 憩  （午後 ２時３４分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後 ２時５０分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し再開いたします。 

  ８款土木費、63ページから68ページまで。３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 65ページの道路維持費に関してお聞きします。消雪道路改修のポン

プ更新の考え方なのですけれども、各地で消雪の設備が老朽化をしたりしております。

改修をしながら使っていただいているわけなのですけれども、なかなか境目のところが

すごく冬になると危ないということがあったり、水を引っ張って凍ってという形があっ

たりさまざまして、その消雪設備の改修、今後、どのような形で進めていくのかお聞き

したいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菅原建設水道課長。 

○建設水道課長（菅原良教） お答えを申し上げます。 

  消雪道路の今後の整備等の考え方ということでありますけれども、消雪道路関連につ

きましては、これまでの若干経過を申し上げますと、平成26年度に浅立の新規の井戸の

開削というものを行ったという状況もございますし、27年度になりますと、出来町であ

りますとか杉沢地区の井戸のポンプ更新なり用水管の更新なども行ってきておりまして、

昨年度は町下地区の消雪ポンプの更新ということで、順次必要に応じて施設の改修等を

行っている状況でございます。 

  ご承知のとおり、消雪道路の設備等につきましては、町が整備したというよりも、国

県道時代に県が整備したものを引き継いでいるというようなことでございまして、大分

老朽化等も進んでいるというような状況でございます。 

  町道になりまして、国県道と比べますと交通量は大分減少しているという状況もござ

いますし、また一方で、新たに消雪用の井戸を掘削するということになりますと、１基

掘削するのに2,000万円から3,000万円近くもかかってしまうという状況もあるというこ

とでございまして、今後の考え方としましては、基本的には現在ある消雪関連の施設、
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そういったものを維持管理しながら、不足する部分については機械除雪ということで対

応してまいりたいと考えているという状況でございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） その状況によって、気象条件によって本当に寒い日は凍ってしまっ

たりというのも時々見受けられますし、水を含んだところを走ってそのままタイヤで引

っ張るわけなのでその部分が凍って、そこは消雪がないという状況で、さまざま悩まし

いところだと思いますけれども、地域によっては、水はちょっと出さないでもらいたい

というところとか、もしあれば、そのような要望にも応えて今後の対策もとられていく

のか。そのままずっと使い続けて、冬だからそのまま機械的に出していくのだというこ

となのか、その辺のところはいかがでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 菅原建設水道課長。 

○建設水道課長（菅原良教） お答えを申し上げます。 

  まず１つは、消雪道路と機械除雪の境目というのは、やっぱりどうしても委員、ご指

摘のように、わだちができたりとか、そういった状況がでやすいと理解してございます

ので、そういった部分は、やはり機械除雪で丁寧な対応をできる限り、努めてまいりた

いと思っているところでございます。 

  また、水量がなくて寒い日などは凍るという事例などはあると聞いておりますけれど

も、地域から、例えばそれを理由に水をとめてほしいという要望が来たということは、

ちょっとないというように承知をしております。 

  ただ、実際に管理をしていただいている方が気を利かせていただいて、きょうはとめ

ていたほうが安全そうだということで配慮いただいている事例などはあるというように

聞いておりますので、その辺については管理をしている方などとの調整などもさせてい

ただきながら、より安全に配慮させていただきたいと思っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 今、課長がおっしゃったように、毎年、境目のところがかなり走り

づらくなったりしておりますので、丁寧な除雪、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） ただいまの笹原委員の質問に関連してまずご質問いたします。 

  昨年度は町下地区のポンプを更新されたと今、お聞きしましたが、あのあたりは以前

から水が不足している状況だというように認識しておりますが、今回、ポンプを更新し

たことで多少なりとも改善になったと思うのですが、その辺、十分な水量というのは確

保できているのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 菅原建設水道課長。 

○建設水道課長（菅原良教） お答えを申し上げます。 

  28年度、町道荒砥浅立線の消雪施設の入替え工事ということで、議員お話しありまし
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たとおり、東根小学校付近のポンプについて、やはり経年劣化ということで腐食なり地

下水の水位も大分下がっているということで水が出なくなっているということから、施

設の水中モーターポンプの更新なり、揚水管の入れかえといったような部分を行ったと

いうようなところであります。 

  ただ、水量については、堀りかえということではないものですから、やはり水位の低

下の改善までは至らないということもございまして、水は出るようにはなったわけです

が、やはりもともとの状態まで改善はしないということなどもありまして、やはり水量

に合わせた消雪区間の縮小工事、仕切り弁を用いてある程度、縮小したということで対

応させていただいたというような状況でございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 消雪の水量もそうですが、今度、歩道のある道路でありますと、

境目に縁石があってその縁石が支障となってなかなか歩道まで水が行き渡らないという

ことで、近隣の方々が有志、もしくはボランティアで歩道の除雪をされているのだとい

うこともお聞きします。そういった場合の対応というのはどのようにされているのか、

また今後、されていかれるのか、その辺の考え方をお聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 菅原建設水道課長。 

○建設水道課長（菅原良教） お答えを申し上げます。 

  議員おっしゃられましたように、やはり歩道についても消雪のエリアについては、あ

る程度、水が回るような仕組みにはなっているわけですけれども、どうしても車道を車

が走る、特に大きな車が走るところについてはわだちができるということなどもありま

して、うまく水が回らないというような現状はあると理解をしております。一気にとい

うことにはいきませんけれども、部分的にひどいようなところから舗装の入れかえとい

いますか、そういったことなども行いながら、水がよく回るような状況を少しずつ改善

をしていきたいということで考えているところでございます。 

  なお、今年度につきましては、東根保育園近くの町道部分について、そのようなこと

で対応させていただいているという部分もあるということでございますので、ご承知お

きいただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） わかりました。 

  続きまして、66ページ、橋梁長寿命化工事ということでお伺いいたします。 

  これはたしか私、３月の予算のときにもお伺いしたと思いますが、この長寿命化工事、

昨年度も2,400万円ほどかけていらっしゃいますが、この事業、いつまで続くのかとい

うことを考えますと、これから今後、耐震なり、長寿命化の必要な橋というのはどれぐ

らいあるのか、把握していらっしゃいますか。 

○委員長（菅原隆男） 菅原建設水道課長。 
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○建設水道課長（菅原良教） お答えを申し上げます。 

  橋梁の長寿命化ということでございますけれども、平成25年度に町の橋梁長寿命化の

修繕計画といったものを策定をさせていただいております。その前年度まで調査をした

結果を踏まえて計画を策定したということでございまして、これに基づきまして、生活

でありますとか一般交通に支障を及ぼすことのないようにということで、計画的に橋梁

の維持管理を実施するということにさせていただいているところであります。 

  なお、この計画の中では、町が管理をします橋梁は、163橋ということになってござ

いまして、そのうち１つ目としては緊急対応でありますとか、補修が必要、または補修

したほうがいいだろうというような橋が37橋ほどと。２つ目として、補修が当面不用だ

ということですけれども、補修を行ったほうがいいだろうというものが４橋と。３つ目

としまして、補修が不要という部分の橋は120橋というようなことでなっているという

ことで、その他も若干ありますけれども、そのような大まかな内容となっております。

10年後の平成35年度をめどといたしまして、補修及びかけかえ等を完了していくという

ような計画、予定となっているというようなものでございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） ありがとうございます。ということは、35年度ということは、こ

としを含めて７年間ということですかね、ということで、120橋ほど不用なものがあり

ますけれども、こういったものは片っ端から古くなっていくということになりますので、

計画的な対応をお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菅原建設水道課長。 

○建設水道課長（菅原良教） ちょっと追加してお話をさせていただきますが、現在の計

画では35年度ということになってございますけれども、今現時点で３橋ほど修繕が終了

したという状況にもなっております。今年度まで繰り越しした分も含めてということで

ございますけれども、そのほかに工事に着手している橋が３橋ほどございます。まだ完

成までは至っていないという部分です。あと、設計を行っていつでも入れるようにと準

備しているものが11橋ほどあるという現状となっておりますけれども、こういった中で

平成29年度になっているということでございまして、計画年の大体半分まで来ている状

況になってございますので、今年度まで橋梁の点検、２巡目、２回目の点検を終えると

いうことになっております。それを踏まえて平成30年度中には40年を今度めどとしたま

た10年間の計画を見直しをする形でつくっていくということになっておりますので、先

ほど申し上げた橋の数等々については、新たな計画の中で変わってくるということも出

てくるということもございますので、ご承知おきをいただければと思います。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 68ページの住宅耐震化と促進事業補助金についてお伺いします。こ

れ28年３月に耐震化促進計画が出されているわけですけれども、そこら辺も踏まえた形
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の中でどのような状況だったのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 菅原建設水道課長。 

○建設水道課長（菅原良教） お答えを申し上げます。 

  耐震化の促進事業ということでありますけれども、１つには、木造住宅の耐震診断士

の派遣事業ということがございます。一戸建ての木造住宅に対しまして耐震診断士を派

遣をいたしまして耐震の診断等を実施するということでありますけれども、この部分に

つきましては、耐震診断を１件という実績になっております。また、補強計画をつくる

ということについても１件ということで、診断士派遣は２件というような実績になって

いる状況でございます。 

  また、木造住宅の耐震改修事業補助金というのもございますけれども、こちらにつき

ましては耐震改修を行う場合に補助金を交付するものでありますが、申請件数は１件で、

補助対象工事費は179万円ほどで、補助金交付額80万円を交付している状況でございま

す。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 非常に少ない件数だと思うのですけれども、５年間、耐震目標を見

ますと、27年度が耐震化率65.5％、32年には95％を目標にしているというような計画が

あるわけですが、これ進まない原因は何なのかを分析し、なるべくこの計画どおり進め

られるような努力が必要と思いますが、そこら辺はいかがでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 菅原建設水道課長。 

○建設水道課長（菅原良教） お答えを申し上げます。 

  進まない原因というのはなかなか難しいものがあるかと思いますけれども、やはり耐

震化ということでありますので、目に見えて喫緊でしなければならないという危機感が

少しはないのかなという感じはしております。逆にいうと、私どものＰＲも不足をして

いるのかなという感じもしますが、最近の国の状況なども見てみますと、やはり進んで

いないというような状況を国としても把握をしているようでございまして、今後につい

ては、例えば定額で200万円を上限に補助をすることなども検討をしている状況なども

あるようでございますので、私どもとしては、そういった状況を十分に把握をしながら

ＰＲに努めて、ぜひ耐震化を推進してまいりたいと考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 次に進みます。 

  ９款消防費、68ページから71ページまで。６番、小形委員。 

○６番（小形輝雄） 68ページの９款１項２目であります。非常勤消防費について伺いま

す。町消防団条例第５条には、団員の定数は670名とするということでなっております。

現在、団員数は定数670名と同数なのか、あるいは現在の団員のうち、再入団は何名ぐ

らいおられるのか、その辺をお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 松野総務課長。 
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○総務課長（松野芳郎） お答えを申し上げます。 

  定数670名、100％充足をしている状況でございます。 

  また、再入団の状況でございますが、平成29年度現在ということになりますが、53名

おられるという状況になっております。 

○委員長（菅原隆男） ６番、小形委員。 

○６番（小形輝雄） 近年、非常に就業等の構造が変わってきておるということで団員の

確保が困難になってきているということを聞いておりますけれども、これは条例で定め

られている定数は適当と考えておられるのか。 

  それから、今後、実態に合わせて条例改正も必要と考えるか、その辺をお伺いしたい

と思います。 

○委員長（菅原隆男） 松野総務課長。 

○総務課長（松野芳郎） お答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、人口減少あるいは少子化の中で団員の確保は大変な地域もある

ということでございます。とりわけ再入団の状況を見ますと、１分団、蚕桑、２分団、

鮎貝地区につきましては十数名を超える再入団の状況等もございまして、これらを踏ま

えますと、容易な状況ではないという状況は把握しておりますが、団長以下、最高幹部

会を構成している中では、現段階ではございますけれども、団員の670名につきまして

は確保していきたいという考え方で今進んでいる状況にあると承知をしているところで

ございます。 

  また、一部地域におきましては、部あるいは班の編成等につきましては、見直しの状

況等も踏まえて柔軟な対応をしていくことも予測されておりますけれども、団員総数に

つきましては、現時点ではこの定数でまいりたいと想定しているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ６番、小形委員。 

○６番（小形輝雄） わかりました。よろしくお願いします。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 70ページの防火水槽新設工事に関してお聞きします。 

  防火水槽の設置は各地区から情報がかなり上がっているのではないかと思いますけれ

ども、毎年、１基から２基の新設をやっていただいております。分団に１基ぐらいとい

うことで何とかいかないものかと感じるわけなのですけれども、その辺はいかがでしょ

うか。 

○委員長（菅原隆男） 松野総務課長。 

○総務課長（松野芳郎） お答えを申し上げます。 

  まず、消防力、消防水利につきましては、防火水槽と消火栓で対応したいということ

で整備を進めているところでございます。一方、防火水槽の状況でございますが、現時

点では286基ほどございまして、そのうち、有蓋になっているのが176基ほどございます。
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有蓋化率は61％程度というようなことになってございますが、有蓋化の考え方につきま

しては、まずは渇水期等も含めまして自然水利が不足してくるような状況、あるいは近

年の豪雨災害等で土砂が想定以上に流れてきていることなど、それらの状況を踏まえて

有蓋化というようなことで実施をさせていただいております。 

  委員からありましたように、各区長会の皆様方からの要望等も、ぜひ有蓋化を進めて

いただきたいという要望は町には寄せられていることも事実でございますが、まずはそ

れぞれの地域で無蓋の分については管理をいただいているものというようなことでござ

いまして、これもご案内のとおり、世帯数の減少でありますとか、高齢化等でなかなか

そういう維持管理も大変だという状況も承知してございますが、町の今の段階といたし

ましては、ありましたように、ここ数年は２基程度ずつ整備をしてきたという状況等も

ございますので、これらをベースにしながらもできるだけ有蓋化に向かって推進を図っ

てまいりたいと考えておりますが、トータル的には財政計画等々を踏まえつつ対応して

まいりたいと考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 地元でそういう作業をされるときの高齢化とか、今後、考えられる

わけですけれども、そういう作業に対する支援といいますか、その辺のところの考え方

はいかがでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 松野総務課長。 

○総務課長（松野芳郎） お答え申し上げます。 

  25年、26年の豪雨災害のときに防火水槽が土砂で埋まったという段階では、しゅんせ

つ等で助成をさせていただいたという実態もございますが、通常ベースの中では今のと

ころは、それぞれの地域の中で対応いただいておりまして、支援という部分につきまし

ては現在までは対応してこなかったという状況でございます。 

  今後につきましては、どういった支援の内容になるのか等については、緊急に進めて

まいりたいと考えております。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 防火水槽につきましては、委員、ご理解だと思うのですが、かつて

はいろいろ形でご利用していただいてきたわけです。そんなに時間もたっておりません。

コイを飼ったり、魚釣りをしたり、洗い物をしたりという利用が本当にごく最近までや

っておりました。実は有蓋化をしようと思っても、「いや、しないでください」という

地域もございました。 

  しかしながら、あっという間に社会背景が違ってまいりまして、「何とかしてほし

い」という声があることは私も承知をしております。ただ、一気にやるには相当経費も

かかるということでありまして、今、総務課長が説明いたしましたように、順次それぞ

れの地域の実態に合わせて私どもは整備していくしかないのかなと思っているところで
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ございます。 

  実際に泥上げ等々の大変だということでどのような支援をしていくべきなのかという

ことになろうかと思いますけれども、この件につきましては、改めて地域づくりの視点

から考えさせていただきたいと。地域づくりの中としてどうやったらできるのか、私ど

ももこれから検討させていただきたいと思いますけれども、全てが有蓋化できるわけで

はなく、まだまだ時間もかかりますので、どのような支援をさせていただけるのか、あ

るいは地域の皆さんのご協力もいただかなければならないことも、これは事実でござい

ますので、この辺は地域というようなことを念頭に検討させていただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 有蓋に関しては、一概になかなかいかないところもあると思います。

毎年、継続をしていただいてぜひお願いをしたいと思います。 

  有蓋の貯水池にかわるものとして消火栓があるわけですけれども、最近、豪雪地帯用

の消火栓というのがありまして、１段式、２段式、ふだんは１段式しかほぼ目にするこ

とはないのですが２段式、３段式のようなものもあるようでございます。雪の多い地域

などそのようなものも新設をされたらいいのかなと思っているのですけれども、いかが

でしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 松野総務課長。 

○総務課長（松野芳郎） お答えを申し上げます。 

  現在、白鷹町におきましては、１段式の消火栓を設置をしております。したがいまし

て、降雪の多い地域におきましては管理ということで除排雪も協力をいただいているも

のと考えております。 

  今後につきましては、２段式というところにおきまして研究を進めてまいりたいと思

います。ただ、消火栓本体の価格につきましては、１段式につきましてはおおよそ20万

円程度になるかと思います。２段式につきましては約倍近く、三十七、八万円ぐらいは

かかるのではないかと想定してございますので、その状況等も踏まえて、そして、地域

の実態等も踏まえつつ研究を進めてまいりたいと考えております。 

○委員長（菅原隆男） ほかございませんか。 

  次に進みます。 

  10款教育費、71ページから84ページまで。３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 71ページの教育費ですけれども、学校後援会費に関してお聞きをし

たいと思います。 

  各後援会ごとに当然、決められて会計も後援会ごとなのでなかなか町のこういう場で

はどうかと思いますけれども、今、本当に少子高齢化が進む中、税外負担の中で各組ご

とに徴収をいただいているわけなのですけれども、そのあたり、このまま後援会との協

議を重ねていただくような形は考えておられないのかどうか、その辺のところはいかが
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でしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） お答えいたします。 

  学校後援会の状況につきましてご説明いたしますが、学校後援会につきましては昭和

47年ごろから、学校統合や校舎建設などに合わせて母校への思い、それから自分の子や

孫が学ぶ学校の充実に向けて、地域で支援しようという形で設立されたということで現

在に至っているというように承知してございます。 

  学校後援会からは、公費負担以外の学校行事や課外活動、部活動、それから備品の充

実などという形でご支援いただいていると認識してございます。現在、町内小・中学校

に各学校後援会が組織されておりまして、それぞれ目的を持って運営をされているとい

うことで認識してございます。 

  以前から会費の集金につきましては、それぞれ地域で苦労しているという状況なども

お聞きしてございまして、高齢者世帯の増加、それから昨今の厳しい経済情勢など以前

とは違った状況もあるということも承知しておりますので、これら状況を踏まえた上で、

無理のないように配慮いただくよう校長会などを通じてお願いしているところでありま

すので、なお、再度確認していきたいと思っております。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ほかにございませんか。４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 72ページの19節負担金補助及び交付金についてお伺いします。白

鷹高等専修学校の補助金ということで380万円でありますが、具体的にどのようなこと

に使われているのかお聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） ご説明いたします。 

  専修学校補助金380万円でございますけれども、専修学校の全体的な運営費の一部と

いうようなことで、これまで町では380万円という形で補助をしてまいったところであ

ります。また、その年によっては施設の老朽化等、それから改修等に合わせてプラスア

ルファして補助を交付しているという状況であります。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 平成29年度、今年度は480万円ということで昨年度よりも100万円

ほど多く予算化されておるわけでありますが、年々、28年度に比べまして29年度のこと

しはさらに５名の生徒の増加ということで、恐らく時代の背景の中で今後、白鷹専修学

校を利用される方はふえてくるのかなと思います。入学式、卒業式、さまざまな行事で

お伺いしますと、どうしても教室というか、自習室、もしくは体育館なども狭いなとい

う感じがするわけでありまして、一度に改修というわけにはいかないと思うのですが、

そういったことでますます需要がふえてくるであろうという中で、今後、町としてはさ

らに支援を多くしていただくことも必要なのかなと思いますが、その辺、いかがでしょ
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うか。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 白鷹専修学校は、私学という位置づけになっております。しかしな

がら、今、委員からお話しございましたように、需要が非常にふえてきている部分と生

徒の出身地が広範に及んでいるということで、いろいろ我々も町内に専修学校があると

いうことでどのような方向で応援をしていかれるかということを学校側はもちろんでご

ざいますが、内部としてもいろいろ検討してきたところでございました。 

  まず１つとしては、大事なことは、やはり３市５町からそれぞれ利用していただいて

いるということで、３市５町の自治体に応援要請できないかということで取り組んでき

たところでございました。おかげさまで、来年度までだと思いましたけれども、３年間

という約束の中で、まずはそれぞれの自治体からご負担をいただいて運営をさせていた

だいてきたということであります。 

  もう１点は、実は専修高等学校を利用していただいている生徒の大半は、半分以上は

町外なものですから、その町外からおいでになる生徒は、四季の郷駅をご利用いただい

たり、あるいは鮎貝駅をご利用いただいたりしながら山形鉄道の大変本当にありがたい

お客様というように私も経営を担う一員としては思っているところでございます。やは

りそういう方々が、利用していただく以上は、何らかの形で応援をしてまいりたいなと

思っているということも一つでございます。 

  ただ、これから生徒が急激にふえるかというと、子ども自体が減っておりますので、

そんなに極端に私は生徒がふえると認識をしておりません。 

  ただ、必要なものは、なぜ今回29年度が少し予算的にふやさせていただいたかと申し

上げますと、今、生徒がふえている中で教室が１つ足りないという中で、今、使ってい

る教室の天井を上げたいということは、直接トタン板との影響があって寒くなったり暑

くなったりということをできるだけ防ぐためにも天井を上げたいということで、それに

当然応じるべきであるということを考えさせていただいているということであります。

この辺は状況を見ながら、また改めて各３市５町ですから３市４町の自治体に改めての

支援をお願いするということと、今後、どのような動向の中で必要性がさらに増してく

るのかどうなのかというのは、その辺の状況を学校側からも報告いただいて対応してま

いりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 私たちも一住民という立場で見守っていきたいなと思うところで

ありますが、本当に人口減少という中においても、ほかの学校の生徒数が減っていると

いう中で少しずつふえているという社会情勢もありますので、今後、見守っていただき

たいなと思います。 

  続きまして、78ページの委託料で龍門文庫管理委託料ということでお伺いいたします。 
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  瑞龍院に保管されております瑞龍院の境内のお蔵と申しますか、保管されております

書物の管理の委託とお聞きしておりますが、この書庫の中の保管状況、私、残念ながら、

昨年、公開になったときに、見たことがないものですから大変重要な書物があるという

ことでありますが、その保管状況というのがどのようになっているのか、例えば空調設

備があったりとか、そんなしっかりとした設備で保管されているのか、ちょっとお聞か

せください。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） お答えさせていただきます。 

  龍門文庫の状況の前に、先ほどの専修学校の生徒数の関係だったのですけれども、平

成28年度につきましては、これは学校基本調査の集計なのですけれども、27名で、平成

29年度の生徒数が29名ということで、ふえたのは２名ということで統計上、出ておりま

すので、なおご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  それから、龍門文庫の状況につきましては、高玉地内瑞龍院の境内にございます龍門

図書館、こちらの蔵書、約１万5,000冊ほどになりますけれども、そちらの管理を委託

しているものでございます。管理につきましては、龍門図書館管理会というようなこと

で年間12万円ほどお願いしているということで、周辺の草刈り、それから雪おろし等が

主な作業、あとは中の清掃等ということになってございます。 

  龍門文庫につきましては、瑞龍院の代々の住職の方が収集されたという書物というよ

うにお聞きしておりまして、非常に貴重な仏教書、それから歴史書というものも含まれ

ているということで認識してございます。 

  現在の管理の状況なのですけれども、エアコンとか空調といった設備等はございませ

んが、以前、除湿機を設置して湿気の対策ということはとらせていただいた経過がある

ようですけれども、なかなかそちらもうまくいかないような状況もお伺いしております

ので、管理につきましては課題だと思っているところです。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 非常に歴史的にも貴重な文献なども納められているというように

お聞きしています。聞くところによりますと、大分屋根も傷んでいてそろそろ補修をお

願いしなければならないというような状況だともお伺いしております。例えばですが、

これをあゆーむ等のしっかりとした設備のところで保管してもらうというようなことな

ども考えられないのかなと思いますが、その点、いかがでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） お答えいたします。 

  委員、ご指摘のとおり、現在、雨漏りという状況もあるというようにお聞きしており

ます。平成18年ごろに屋根の塗装は行ったということは聞いておりますけれども、また

雨漏りが出てきているというような状況でございます。 
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  今、ご提案のありましたあゆーむにということでありますけれども、あゆーむの収納

につきましても梅津五郎先生の絵というものの収納がほとんどということになっており

ますし、スペースの関係ということもありますし、お聞きしますと、この瑞龍院の龍門

文庫につきましては、基本的に瑞龍院の境内で管理していくということが前提だという

ようにお聞きしておりますので、その辺、地元ともお話をお伺いしながら検討していけ

ればと思います。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 文化財と申しますか、旧中山小学校の体育館にも今、いろいろ保

管されておりまして、今後、そういったところの扱いというのもいろいろ考えなければ

ならないところであると思いますが、その辺、しっかりとした文化財でありますので管

理をよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 

○７番（田中 孝） それでは、81ページをお願いしたいと思います。委託料でスポーツ

アドバイザー設置事業とあります。どのような活動内容なのかをお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） お答えいたします。 

  スポーツアドバイザー設置事業につきましては、地域総合スポーツクラブ「ＲＯ＊Ｋ

Ｕ」への委託事業ということで、まず１つ目には、各小・中学校でのランニングクリニ

ックのコーチ派遣、それから、２つ目に荒砥高校への部活動支援ということでテニス部

のコーチを派遣させていただいたものであります。「ＲＯ＊ＫＵ」に対する事務経費な

ども含めまして28年度は408万8,000円ほどの決算額となったものであります。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 

○７番（田中 孝） 大変いいことだなと思うのですけれども、どのような成果が出てい

るのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） お答えいたします。 

  各小・中学校へのランニングクリニックにつきましては、主に各学校二、三回派遣い

ただきまして若鮎マラソン大会の前に絞って指導いただきまして、若鮎マラソン大会で

記録アップにつながったという声も多く聞こえております。 

  それから、荒砥高校への部活動テニス部へのコーチ派遣につきましては、28年度の置

賜大会で男子が団体優勝、女子ダブルスの優勝、先日、行われました新人戦でも男子団

体が優勝、男子シングルス優勝というような成績をおさめられたということで、今年度

も引き続き実施させていただいているという状況でございます。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 
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○７番（田中 孝） 大変すばらしい成果が出てきているというように伺ったところであ

りますけれども、特に荒砥高校のテニス部ということですけれども、今年度はどのよう

な結果が出たのか、わかりましたらお教えください。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） お答え申し上げます。 

  荒砥高校につきましては、今年度の新人戦でテニス部男子団体優勝、女子、男子シン

グルスの優勝というような成果でございます。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 

○７番（田中 孝） それでは、この引き続きご期待を申し上げたいと思います。以上。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 主要なる施策の成果で中学校の統合についての質問をさせていただ

きます。 

  部活動の大会では、多くの種目で優秀を果たすなどめざましい活躍が報告されている

ところであります。この部活動については、人数が多くなれば強くなるという理屈は１

つあるというようには思うのですが、まず１つは、部活動の種類、なくなったものはな

いのか、ふえたものはないのか。そういったものと、めざましい活躍というのは、どの

程度、統合した成果として考えて認識していらっしゃるのか。 

  そのスポーツ面と、あと勉強面では人数が多くなったということで２年を終わって今

３年目なわけですが、２年終わった時点でどのような認識でいらっしゃるのか。 

  もう一つ、決算書の74ページの中学校費という一くくりの中で、２つあった場合と１

つになった、その辺はどのように変わったのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 沼澤教育長。 

○教育長（沼澤政幸） お答え申し上げます。 

  部活動についてでございますけれども、部活動の種目がふえましたので選択肢が広が

りまして、意欲を持って活動している生徒がふえたというように伺っているところでご

ざいます。特に西中学校にはなかった種目が西中学区の生徒も選ぶことができるように

なりました。例えば卓球部でございます。それからサッカー部でございます。それから、

東西中学区の生徒、かつてなかったのができるようになったのが陸上と柔道でございま

す。そういったこともありまして、間違いなく種目がふえて選択肢が広がって自分の興

味関心、あるいは頑張りたいことに向けて頑張ることができるようになったというよう

になっていると思っているところであります。 

  それから、人数がふえれば、当然、成績もよくなるのではないかというお話でござい

ましたけれども、28年度の結果を申し上げますと、団体種目７種目で優勝、個人種目も

多数優勝、入賞を果たしているということでございます。 

  それから、平成29年度の部活動の結果でも、団体種目７種目優勝で、個人でも優勝、
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入賞多数ということで、間違いなくいい成績を残していると思っております。９月30日、

10月１日に行われます新人大会でも大変期待をしているところでございます。 

  次に、学習面についてでありますけれども、統合してよかったと思われますのは、１

学年あたりの担任数も当然ふえるわけでございます。したがいまして、学習指導はもち

ろんでありますけれども、生徒指導に多人数で組織的に担任団で対応ができているとい

うようなことは大きな成果かなと思っております。 

  また、各教科に複数の教員が配置されて研修し合うことができるということも大きな

成果かなと思います。教科に１人しかいないということもありましたので、それから比

べますと、大変好ましい状況かなと思われます。 

  それから、全教科に担任が配置され、免許外教科による授業は行われないというよう

なこと、これも学習面では非常に大きな成果といいますか、よい点かなと思っていると

ころでございます。 

  以上、お答え申し上げます。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） お答えいたします。 

  予算面で２校と１校になった場合の比較というところでお答えさせていただきますが、

正確に比較したものはございませんが、例えば施設整備費につきましては、２校を管理

すべきところを１校で済むというようなところで、通常の修繕とかは相当軽減できるの

かなと思っております。 

  同じく、学校で使用します備品等につきましても、２校で必要だったものが１校で間

に合うといったこともあるかと思います。 

  あと、光熱水費や燃料費といった経常的な経費につきましても、１校にしたことによ

って軽減が図られるのではないかなと思っております。 

  プラスの面といたしましては、例えばスクールバスの運行費などは、やはり距離が伸

びたりということもございますので、その辺は若干プラスになっているのかなと思って

おります。以上です。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） よかったなと私も思います。 

  先ほど笹原委員からも質問があった学校後援会費のことについてですが、答弁では、

区長方とお話をするということで、そこに加えていただきたいことが、今、経費面で２

つ要ったものが１つでよくなったということもあると思いますし、中学校が１つになっ

て全町で１つの後援会ということになりますと、今までの後援会費、単純に言うと倍ぐ

らいになっている。その単価を下げる、高過ぎないか、全部集めた金額がです。１件あ

たりというのは同じでも、無理して使わないと減るんじゃないかというようなこともな

きにしもあらずでございまして、中学校全体の後援会費として「何に使ったらいいんだ
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べな」ということになりはしないかということもあります。あるだけ使うというのが、

普通、我々も含めた人間だと思いますが、ためておくこともできない性質かなと思いま

す。その辺、中学校については、全町で１つになったということで、余りにも金額が大

き過ぎないのかなというような点もその話に入れていただきたいことと、小学校につい

ては４つ小学校あるわけですが、規模によって不公平感はないのかなと。後援会費で使

う費目というか、項目は、それぞれ別々ではなくて大体同じだというように思うのです

が、世帯数とか、後援会の会員数といったらいいのですか、そこで差が大分あるのかな

という気もします。その辺、学校ごとの不公平感はないのかなというところを区長さん

と話しする機会があれば、話ししていただきたいなと思います。 

  質問、最後ですが、82ページの共同調理場の費目について１点だけお聞きしたいと思

います。 

  28年度から管理運営の部分を全委託ということで委託料6,000万円で委託しているわ

けです。これは以前からの話なわけですが、ここの中に給食費というのが今までいくら

入っていくら使った、入ってきた分だけ使ったということしか世の中に出ていないと。

これをここの学校給食共同調理場という項目の中に給食費というのを入れる考え方は検

討に値するのかどうか、その辺、お聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） お答えいたします。 

  給食費の関係でございますけれども、現在、給食費につきましては、共同調理場の管

理係で各学校を通じて給食費を徴収して管理している状況でございます。毎年、学校給

食共同調理場運営委員会というような組織の中で監査をいただき、委員会で承認いただ

いているというような状況になってございます。平成28年度の状況ですけれども、各学

校保護者、教職員から預った給食費として約6,230万円、それから補助金、これは農林

関係の地産地消とか、米粉利用に関する補助金、それからそのほかからの給食費などを

合わせますと、総額で6,507万5,520円という決算額でございました。 

  この決算額につきましては、やはり非常に大きい数字だと思っております。共同調理

場の運営委員会の中でも監査体制について、やはり以前から課題だったということもご

ざいまして、平成29年度から学校事務や学校給食にかなり精通されてこられた方を監査

委員という形でお願いして、今年度から監査をしていただいたところでございます。 

  給食費につきましては、町会計を通さないものですので、やはり見えないということ

は委員、ご指摘のとおりでございます。学校から直接調理場に納入されるということで

金額的には全額納付されているという状況でございますが、国では、今、教職員の働き

方改革という中で、この給食費の徴収についても自治体に移すべきだといったような考

え方も出てきているというように報道等で承知しているところでございます。今後、そ

れらの動きも見ながらでございますけれども、市町村にそういった業務が来れば、当然、
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町会計等を通してという形になるのではないかと思っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 給食費については、町で集めるというようになるのであれば、当然、

出てくるということであろうと思いますので、それはそれでいいのかなと。ことしから

父兄の負担をふやさないで給食をよくしようということで、町も300万円ほど給食費に

補助をしていることもあって、やはり見えない中でやるべきではないなというように思

ったものですから質問させていただきました。以上です。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 今、次長がお話ししましたが、先生方の働き改革というようなこと

で、私はちょっと詳しくわかりませんけれども、先生方への負担が部活を含めてはるか

に時間外労働、100時間以上超えるとということで言われていますが、はるかにそれを

超えていると、月単位ごとですね。 

  それで、部活も少し変えていきたいという流れはあるようでございます。一番心配す

るのは、逆に子ども本人と親御さんが心配を逆にしていると。しかしながら、先生もこ

れは家庭を持ち生活をなさっているわけですから、それらをどうやってカバーしていく

か、例えば日曜日は別なスタイルで子どもたちへの指導といいますか、それらをやって

いく必要があるのか、この辺はこれからの課題であるなと思っているところでございま

す。 

  それから、先ほどの後援会のお話でございますが、昭和47年ごろから、私はそれぞれ

の学校ごとに考えますと、この後援会があったからこそ、ここまでいろいろなものが進

んできたのかなと私自身としては思います。しかしながら、時代背景も変わってきたよ

というような中で、どのような形がいいのか、これは町がどうのこうのというのは、こ

れは決して言えませんし、町でこれから検討するということは当然言えないわけですし、

地域の中でその後援会としての組織内の中で検討していただいて、その結果がどうあれ、

私どもとしては、それは受け入れるという以外は何もないわけであります。そのような

ことを考えておりますので、本当に後援会という組織のなかでいろいろな形で応援して

いただけるということに関しては、ぜひありがたいなと思っておりますので、そういう

ことも念頭に置きながらぜひご検討を加えていただき、そして、地域の中での方向性を

出していただければありがたいなと思っているところでございます。 

  それから、給食費でございますが、実は未納対策が非常に難しいと。今、政令指定都

市のほうでは、何市かは直接行政で担当している部分はございます。しかしながら、徴

収の方法がどのような性格のものなのかということもあります。未納の場合は、相当厳

しく対応している自治体もあるというように聞いております。 

  それで、本当に我が町として子どもたちの成長を見守り、白鷹として子育てをしてい

かなければならない自治体として、そういう形でいいのかどうかということも踏まえな



- ７３ - 

がら未納対策も含めて対応して、今は未納対策として児童手当とか交付になるときに、

実は保護者の方からお願いをし、徴収をさせていただいているということもありますの

で、この辺も踏まえてこれからも対応してまいりたいと思っているところであります。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） 72ページの教育研究所運営事業についてお伺いします。この事業概

要として教職員相互の調査研究等を行い、教育経営や授業等の実践向上を図るというよ

うな概要になっていますけれども、28年度の取り組み状況についてお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） お答えいたします。 

  学校研究所の事業内容につきましては、今、委員、おっしゃられたとおりでありまし

て、教職員相互に学校教育に関する調査研究研修等を行い、学級経営や授業等の実践力

向上を図っていくというような目的で行っているものであります。 

  28年度につきましては、３つの重点を掲げて実施しております。 

  １つには、学力向上に向けた研修の充実、２つには、特別支援教育にかかわる課題の

解決、３つには、学校間連携にかかわる課題の解決というようなことでございます。こ

れらに重点を置き、研修会の開催、授業研究の開催を初めとしまして、スクリーニング

等を通した特別支援教育の充実などを図ってまいりました。 

  それから、学び、生活の基本、それから家庭教育の手引というものをまとめました白

鷹スタンダードを活用しまして、生活リズムの確立や学力向上を目指してきたというと

ころでございます。28年度の運営経費として99万円を支出したものでございます。以上

です。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） ただいま３つの事業の中で１つ、学力向上という項目がございまし

た。過日の新聞報道で全国学力テストの結果が公表されました。その結果、山形県が全

般に低下傾向にあり、多くが全国平均を下回る結果となったということで、本県にとっ

ては大変厳しい結果であったと。全国との差が過去最大となっているというようなショ

ッキングな報道がありました。これを受けて本町の学力の状況というのはどうかわかり

ませんけれども、この全国学力テストの結果をどのように捉えているのか、またそれを

受けて今後、どのように取り組みをしていくのかについてお伺いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 沼澤教育長。 

○教育長（沼澤政幸） お答え申し上げます。 

  今回の全国学力テストの結果について、本町としてどう捉えているかという委員のご

質問でございますけれども、ほぼ満足のいく結果を残せている学年、教科分野もござい

ますけれども、残念ながら物足りない結果の学年、教科分野もございます。吉村知事同

様、重く受けとめたいと思っているところでございます。 
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  ただ、留意しなければならないことは、このテストは、小学６年生と中学３年生のみ

の実施であるというようなことでございまして、教科も国語、算数、数学に限られてい

るということでございます。出題も限られた分野でございますし、したがって、このテ

ストではかることができますのは、学力の特定の一部分でございまして、学校における

教育活動の一側面にすぎません。 

  加えて、この学力テストの目的は、全国的な児童・生徒の学力や学習状況を把握、分

析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること。そして、そのような取り

組みを通して教育に関する継続的な検証、改善サイクルを確立するというようなことで

ございます。したがいまして、結果、点数ももちろん大事でありますけれども、結果、

点数に一喜一憂することなく、腰をしっかりと落ち着けた教育活動を一日一日積み重ね

ていくことが、私は一番大事なことと考えております。しかも、先ほど来、話題になっ

ておりますけれども、町内各校の先生方には、長時間労働をしながら精いっぱい頑張っ

ていただいているところでございます。 

  ただ、先ほども申しましたとおり、この結果を重く受けとめるとともに、分析、反省

をしっかりとして全ての学年、教科分野で満足のいく結果であったという報告ができま

すよう、各学校と力を合わせて一層頑張ってまいりたいと思っているところでございま

す。 

  次に、今後の本町の学力向上に関する考え方について述べさせていただきます。 

  先日の記者会見で吉村知事は、何が有効で何が足りないのかを危機感を持って対応し

なければならないと。上位の他県の学習内容を参考にする必要性を強調し、いろいろな

事例があると述べておられました。 

  ただ、上位と言われている他県には、既に大分前から視察に行ったりもしています。

また、上位県と言われている県に関する本なども出版されています。それらからわかる

ことは、梵字徹底といいますか、当たり前のことを当たり前に徹底して行うというよう

なことがいかに大切かということが、私は読み取れるのではないかなと思っております。 

  そこで、本町ではこれまで行ってきたことを一層徹底して行うとともに、新たな取り

組みも加えながら学力向上に努めてまいりたいと考えております。 

  それでは、その一端について話をさせていただきたいと思います。 

  まず、私は学力向上の一番のポイントは、先生方の指導力の向上、指導技術の向上に

あるというように思います。先ほどお話しありましたように、白鷹町学校教育研究所、

あるいは各学校での校内研究で指導技術を向上させる取り組みを頑張ってしていただい

ているところでありますけれども、町教育委員会としましては、これから若手教員が物

すごい勢いでふえます。というのは、50代の先生方がここ数年で次々と定年退職を迎え

てがらっと入れかわります。そういったことも踏まえまして、若手教員がふえるという

こともございますので、指導主事による指導の機会をもう少しふやしてまいりたいなと
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思っているところであります。また、指導主事は、各学校を訪問していろいろ指導をし

ておりますので、各学校のよさや授業改善のポイントなどをリーフレット的なものをつ

くって各学校に配布して、指導技術の向上などを図られればいいなと思っているところ

でございます。 

  ２つ目の学力向上のポイントは、やはり学習、授業に意欲的に取り組む学級集団、学

年集団というのが、現場を経験して本当に大切だと思っているところでございます。そ

こで、町からＱ－Ｕテストのお金なども頂戴しておりましてＱ－Ｕテストを実施してお

りますので、そのＱ－Ｕテストの分析と活用を一層徹底してまいるとともに、現場から

の要請があれば、Ｑ－Ｕテスト活用研修会などもしてまいりたいと思っているところで

あります。 

  あと、白鷹町学校教育研究所では、先ほどお話しありましたように、学びのスタンダ

ード７というものを策定していただいておりますので、着実な実践を行ってまいりたい

と思っております。 

  それから、３つ目が、やはり家庭学習の習慣化というのが、私は学力充実には欠かせ

ない大きなポイントかなと思っております。したがいまして、教育委員会としましては、

今回の学力テストや学習状況調査の結果を踏まえて保護者向けのリーフレット的なもの

を作成して、いかに基本的な生活習慣が大切であるかとか、読書が大切であるかとか、

スマホに関してのつき合い方、そういったものをリーフレット的にまとめて保護者に情

報発信をしていきたいなと思っているところであります。 

  それから、これも先ほど白鷹町学校教育研究所でありましたけれども、家庭学習の手

引というものをつくっておりますので、それの着実な実践を行ってまいりたいと思って

いるところであります。 

  ４つ目が、特別に支援を要する児童・生徒への支援でございます。特別に支援を要す

る児童・生徒は、各学級に６％から７％存在するというように言われておりますけれど

も、そういった生徒に対してしっかりと支援をしてまいりたいと思っておりますので、

スクリーニング授業をもう少し回数をふやすなどの取り組みができないものかと今、検

討をしているところであります。 

  それから、５つ目は、やはり基本的な生活習慣の確立ということが、私は学力向上に

は欠かせないのかなと思っているところであります。例えば今年度から町内一斉のセー

ブメディアの取り組みが白鷹町ＰＴＡ連絡協議会で始まっております。委員の皆さんは

ご存じだと思いますけれども、こういう合い言葉です。「夜９時、小学生は８時を過ぎ

たらゲーム機、スマホはお休みなさい」というキャッチフレーズでありますけれども、

やはりこれから学力向上を語るときに、こういった電子機器といったものとのつき合い

方、上手につき合うということは私は欠かせないのでないかなと思っておりますし、や

はり基本的な生活習慣が大変大事だと思っております。 
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  それから、６つ目が、不適応傾向生徒を減らすということが私は大きなポイントかな

と思っております。学校になかなか登校できない生徒については、当然、授業を受けな

いわけですから学力が落ちるということはおわかりいただけると思います。したがいま

して、不登校に陥りそうなときなど急を要するときに、スクールカウンセラーの先生に

何とかお願いしてカウンセリングなどができないかと思っているところであります。 

  ７つ目が、読解力を育てるというようなことでございます。私は、全ての教科で、し

かもＢ問題等については、読解力がなければなかなか解けない問題が多いと思っており

ます。したがいまして、読解力をつけるには、やはり活字に親しませるということが私

は大事かなと思っています。そして、今年度から町立図書館と各校の図書室を行ったり

来たりして各校の図書館の整備をしていただいている司書の方を１名増員していただき

ましたので、そういった各校図書室と町立図書館の連携を一層推進して活字に親しませ

るようにしてまいりたいなと思っているところであります。 

  加えて、今年度から取り組んでいただきました１学期１新聞事業の着実な実践を図っ

てまいりたいなと思っております。各学校ともに工夫をしていろいろ取り組んでいただ

いておりますけれども、一層充実をしてまいりたいと思っております。 

  それから、８つ目が教育環境の整備でございます。今年度、中学校に校務支援ソフト

を入れていただきました。本当にありがたく思っているところでございます。事務的仕

事の軽減と児童・生徒への向き合う時間、生徒への指導の時間をふやすことができるの

でないかと思っているところであります。来年は、小学校にぜひ導入をお願いしたいな

と思っているところであります。 

  最後９点目ですけれども、スポーツ少年団活動、部活動についてであります。部活動

については、白鷹中学校は非常に徹底しておりまして、水曜日と日曜日は休むというこ

とを徹底しておりますので、部活動で非常に負担が大きいということは大分薄れてきた

のかなと思っております。逆にスポーツ少年団活動について少し過度な活動になってい

るのではないかなと思っております。中学校現場を経験したものとしてスポ少で育てて

いただくということは本当にありがたかったのですけれども、ただ、余り行き過ぎた活

動になりますと、やはり授業中に居眠りをすると、そういった児童がいたり、それでは

少し本末転倒なのかなと思っておりますので、学習の妨げになる過度な活動にならない

ように教育委員会が旗を振らせていただいて、関係機関と調整などをしてまいりたいな

と思っているところでございます。 

  以上、早口で９点ほど述べましたけれども、そういったことを今後、徹底してまいり

たいと思っているところでありますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） 教育長には、本当に具体的に広範囲にわたっての説明をしていただ
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きました。やはり学力向上に向けては先生方の存在も大きいという説明もあって、それ

は言うまでもなくまさしくそうだなと思います。その学力向上に向けた目的意識を先生

方の中で共有していただきながら、共通認識のもとに、ぜひ先生方の今、働き方改革と

いう話もありましたけれども、ご苦労もある中でですけれども、どうか学力向上に向け

てもよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 追加でお聞きしたいのですが、先ほどの働き方改革という部分につ

いては、国としてはいつごろをめどにその取りまとめをしたいという考え方なのか。聞

くところによると、夏休みという部分は１週間から10日ぐらいが妥当でないかというこ

とも働き方改革の中に入っているように聞いていますが、いつごろをめどにしているの

か教えていただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 田宮教育次長。 

○教育次長（田宮 修） あくまでも新聞報道の話なのでありますけれども、来年度の概

算要求に、これはこれら聴取方法のガイドラインをまとめるための経費を計上するとい

うようなところが報道されているというところであります。以上です。 

○委員長（菅原隆男） 次に進みます。 

  11款災害復旧費、84ページから85ページまで。ありませんか。４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 災害復旧費でありますが、農地災害、それから林業災害、それか

ら河川、道路というようにさまざまあるわけでございますが、どちらかというと、河川

のほうになりますが、先日、石川委員の一般質問にございましたが、災害を復旧をする

ということで基本的には被災した箇所の復旧ということでありますが、それには当然、

原因というものがあるわけであります。原因はわかっているものに関しましては、恐ら

くその災害復旧をする時点である程度の再被災をしないような形ということで復旧をさ

れているのかなと思いますが、どういったことが原因で災害が起こったかというものに

関してわかっているものもあると思うのですが、わかっていないものに関してもますま

すこれから調査をしていただいて改善に向けた取り組みというのを進めていく必要があ

るのかなと思いますが、これは私、今まで何回も質問させていただいているのですが、

再被災に対する改善ということに対して考え方、お聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 菅原建設水道課長。 

○建設水道課長（菅原良教） お答えを申し上げます。 

  主に河川というようなことでお話がありましたので、私からわかる範囲でお答えをさ

せていただきたいと思いますけれども、災害になると、大体原因というのは、やはり状

況を見れば、おおむねはわかるというようなことなのかなと思いますけれども、これま

で災害復旧につきましては、やはり原形復旧といいますか、もとの状態に戻すのみとい

うことで対応させていただかざるを得ないような状況があったのかなと思っております。 
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  なお、その原因を解消するために行うものについては、例えば単独でやらなければな

らないとか、災害関連という形で実施しなければならないとか、そういうような状況が

あったというようなことですし、現在も基本的にはそのようなことが続いているのかな

という感じがしております。 

  ただ、最近になりまして災害の考え方としては、原因を除去するような部分について

も、ある程度、査定の中で理解をいただけるような状況も出てきていると聞いておりま

すので、今後についてできるだけ原因を除去できるような形で検討していきたいと考え

ているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 特にこのところ、数年の雨の降り方というものが、今までにない

ような降り方が続いているわけでありまして、これまでの水量計算などが全く通用しな

くなってきている部分というのが、確かにあると思います。 

  そういったことで、どの程度のことに直せば対応できるのかということが、多分恐ら

く算出方法というか、非常に難しいと思いますけれども、議会といたしましても政策提

言の中で挙げておりますので、非常に時間のかかることではあると思いますけど、何度

も同じところが被災しない対処というものも必要だと思いますので、対応をよろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 次に進みます。 

  12款公債費、85ページ。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 次に進みます。 

  13款諸支出金、85ページから86ページ。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 次に進みます。 

  14款予備費、86ページ。ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ここで、歳入、歳出全体にかかわるものや附属書等で特に質疑の

ある方の発言を許可したいと思います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑終結と認めます。 

  これより採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町一般会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定すべきもの

とするに賛成の方の起立を求めます。 



- ７９ - 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

  ここで暫時休憩いたします。再開を４時30分といたします。 

              休 憩  （午後４時１４分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後４時３０分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し再開いたします。 

  なお、質問される方、答弁なさる方とも、それぞれ簡潔明瞭にお願いしたいと思いま

す。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第６１号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 次に、平成28年度白鷹町十王財産区特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

   歳入歳出一括して質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町十王財産区特別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定

すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第６２号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 次に、平成28年度白鷹町下水道特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。93ページから97ページまで。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  これより採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町下水道特別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定すべ

きものとするに賛成の方の起立を求めます。 
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              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第６３号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 次に、平成28年度白鷹町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。101ページから113ページまで。９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 歳入の部分でお聞きします。不納欠損額があるようですが、この状

況について説明を求めます。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋税務出納課長。 

○税務出納課長（髙橋浩之） お答えいたします。 

  不納欠損の状況については、28年度、21人、453万円となってございます。内訳とし

ては、処分可能な財産がない場合や生活保護、行方不明等による場合は18人で410万円、

時効消滅による場合は３人で43万円、前年度に比べ人数は同じでございますが、133万

円減少しております。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） この原因、もう少しわかるように、物理的な原因と滞納的な部分で

の原因なのか、そこら辺の分析をちょっとお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋税務出納課長。 

○税務出納課長（髙橋浩之） お答えいたします。 

  先ほど申し上げましたように、処分可能な財産がない場合とか生活保護ということで、

そのときにおいては国民健康保険税の中の計算において所得割とか均等割等ございます。

そちらの部分で課税させていただいておりましたが、年数を経過するに当たって、生活

が大変だったりとか、処分可能な財産がなくなったりという状況に変わってきたという

内容になってございます。 

  時効消滅ということでは、税の時効期間は５年でありますが、納税誓約書とかとりな

がら引き続きお納めいただくようにはお話ししている状況でありますが、年数が経過す

る中で時効消滅せざるを得ないということで、不納欠損の処分をさせていただいた内容

となってございます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） それでは、お聞きしますが、保険者の努力支援制度というのがある

わけですけれども、この制度によって非常に評価が高ければ、当然のことながら、国保

の制度改正によって財政的な負担といいますか、国からの交付税措置があるというよう

に考えておりますが、そこら辺を踏まえますと、28年は保険者努力支援制度の中でどの

ようなことを行ったのかお伺いします。 
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○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  お話がありました保険者努力支援制度につきましては、平成30年度から正式に導入さ

れる制度でありますけれども、平成28年度から予算規模は小さいわけでありますが前倒

しで実施されたものでございます。 

  平成28年度の町の交付額につきましては212万8,000円でございます。国財政調整交付

金の特別調整交付金で交付されているものでございます。 

  平成28年度における歳入総額に占める割合については、約1.5％であります。他市町

村との比較におきまして、それぞれ１人当たりの交付額で比較した際の県内での順位で

ありますが、保険者努力支援制度につきましては、交付額の多いほうから県内で３番目

となっている状況でございます。 

  また、保険者努力支援制度での成果などでありますが、保険者努力支援制度につきま

しては、医療費適正化への取り組みなどに対しまして、客観的な指標で評価し、保険者

としての努力を行う保険者へ支援金を交付する制度でございます。指標の主なものとし

ましては、特定健診、特定保健指導の実施率、糖尿病重症化予防の取り組みの実施状況、

それから収納率などの項目が主なものとなっております。加点方式、点数を加える方式

となっておりまして、点数の高い項目は、本町では重症化予防の取り組み、それから収

納率の向上、次いで特定健診、特定保健指導の実施率、被保険者個人へのインセンティ

ブの提供などが項目となっているところでございます。 

  町の評価におきましては、重症化予防への取り組みや特定健診受診率及び収納率が全

国でも上位３位に入っていることなど、点数の高い指標において評価を得ていることか

ら総合的に高い評価となったものでございます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これ30年度から広域化になるわけですけれども、この努力支援制度

がそのまま町へ直接入ってくるのか。 

  あと、もう一つ、歳出ですが、システム使用料がありますが、これも広域化になった

場合に使用料についてもどのようになるのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  平成30年度からの国保財政基盤強化のため、毎年度、国では3,400億円が国保制度へ

公費として投入されることとなっております。そのうち、1,700億円につきましては、

平成27年度から低所得者対策の強化として既に実施されておりまして、保険者保険基盤

安定制度負担金が交付されているところでございます。平成30年度以降も低所得者の人

数に応じまして引き続き交付されることとなっております。 

  保険努力支援制度につきましても、平成30年度から追加投入される1,700億円のうち、
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800億円、これにつきましては県が500億円、市町村分として300億円の予算規模で交付

されることとなっておりまして、平成28年度の交付分につきましては150億円の予算規

模で前倒しで実施されたものでございます。これらについて平成30年度以降につきまし

ても、国保制度改革によりまして進められていくものと認識してございます。 

  次に、歳出の関係でございますが、国保関係のシステム関係の費用でございますが、

国保業務電算等委託としまして317万5,307円を決算数字として計上しております。主な

内訳でございますが、国保の資格等を管理するシステムの運用業務委託として、共同ア

ウトソーシングで使用しております委託料150万円ほど、それから国保連合会へ支払っ

ておりますが、医療機関への診療報酬支払いに係る手数料が、国保事務共同処理委託と

いたしまして130万円ほどでございます。そのほかに医療費適正化を図るための参考デ

ータ作成の委託料でありますとか、レセプトの２次点検の委託料でありますとか、国保

制度関係準備業務委託として国保制度改革改正に伴うシステム改修業務が28年度、発生

している状況でございます。このうち、国保の改革で県単位の広域化になりますけれど

も、これらの業務につきましては引き続き発生していくものと考えているところでござ

います。 

○委員長（菅原隆男） 質疑終結と認めます。 

  これより採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認

定すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第６４号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 次に、平成28年度白鷹町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。117ページから122ページまで。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  これより採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認

定すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 
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              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第６５号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 次に、平成28年度白鷹町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題といたします。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。125ページから134ページまで。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  これより採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定す

べきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第６６号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 次に、平成28年度白鷹町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。137ページから140ページまで。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  ここで採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり

認定すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第６７号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 次に、平成28年度白鷹町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定

についてを議題といたします。 

  白鷹町水道事業会計決算書をごらんください。 
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  収益的収入及び支出、資本的収入及び支出を一括して質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  これより採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について、原案のとおり可

決及び認定すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は可決及び認定すべきものと決しました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第６８号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 次に、平成28年度白鷹町立病院事業会計決算認定についてを議題

といたします。 

  白鷹町立病院事業会計決算書をごらんください。 

  収益的収入及び支出、資本的収入及び支出を一括して質疑を行います。９番、奥山委

員。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 決算書見ますと、赤字のようですが、自治体病院は、年々、赤字の

割合が多くなっていると、約半数以上が赤字経営に至っているという状況の中、一般会

計から２億7,000万円ほど繰り入れているわけですが、今後、これからもふえていくだ

ろうというような予想をされる中で、近隣の自治体、公立高畠病院は21年度以降、利益

を上げているという状況のようです。白鷹病院も参考にしながら、できるところをまね

するというような形で工夫するべきかと思うのですが、そこら辺の対策はどのように考

えているのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） お答え申し上げます。 

  おっしゃるとおり、自治体病院は医療資源の少ない地域で救急医療などの不採算の部

門を担うという使命がございまして、そのためにはどうしても赤字に陥りやすいという

のが現状でございます。人件費などの支出を抑えることは、病院はマンパワーが必要不

可欠でございますので削れない部分であることから、収入を確保していくことしか、方

法はないと考えてございます。 

  高畠病院の経営状況につきましては、改革プランを高畠病院でも立てていらっしゃる

のですけれども、平成10年来においてはかなり赤字が続いた状況がございまして、それ

で職員の人件費なども削るなどの方法をとり経営改善に病院一丸となって取り組んだ結
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果、今、経営状況がいいということでございます。 

  大きな収入の一つとして高畠町の検診事業を高畠病院で全て請け負っているという状

況もあるようでございますが、その辺につきましては、検診に対する検査技師などのス

タッフも多い状況なのかなと考えられるところでございます。 

  当院でも行っている人間ドック、検診を除いた人間ドック自体の数といたしましては、

高畠病院は年間1,300件ほどということで、企業検診を除けば当院と大体同じ数の受け

入れ状況のようです。そのほかのただいま申し上げましたとおり、町の検診の部分も受

け入れるという公立高畠病院での取り組み自体を、そのまま当院に当てはめるというこ

とは大変難しいことでございます。現状の検診業務につきましても、通常業務を行いな

がら並行してドックを行うという業務の流れが随分前から確立している状況ですので、

今後はいろいろな検診をふやすためにも業務の流れなどを検討しながら、町民の皆様の

健康を守るためにも町立病院で検診を受けてみようと思っていただくためにも、町民の

皆様のニーズに応えながら工夫していきたいと考えているところでございます。 

  あと、高畠病院は130床病床があるようでございまして、地域包括ケア病床と急性期

の一般病床に分けて、それぞれ工夫して収入に結びつくようなベットコントロールもし

ているようでございます。 

  ただ、当院におきましては、近隣に公立置賜総合病院、山形市内にも病院がございま

すが近い状況でございますので、そういったところの後方支援というところにも力を入

れながら、今後、経営改善につながるように努力していきたいと考えているところでご

ざいます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 費用の欄を見ますと、光熱水費、あと委託料、ここら辺が非常にウ

エートが大きいと。材料費については予算よりも少なく努力が見られるのですが、委託

料はアウトソーシングの部分だと思うのですが、このアウトソーシングの中の人件費の

割合ということを分析した場合に、本当にアウトソーシングである程度の効率化がなっ

ているのかなということが見えてくるようなのですね。あと、資本的収支の中を見ます

と、企業債償還金割合負担も大きいと、そこら辺も踏まえますと、非常に高い部分、特

に光熱水費、非常に高いのですが、ここら辺の削減の努力なども考えるべきかと思うの

ですが、これは何が原因なのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） お答えいたします。 

  光熱水費のうち、電気料金につきましては年間約90万キロワットを超えるくらいの使

用料でございまして、年度による変動は余りない状況でございます。むしろ少しずつ減

ってきている状況でございまして、これは患者数の減少によって病室があいているもの

ですから、エアコンの使用などが減っているなどの理由が考えられます。 
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  使用料金につきましては、平成26年度の消費税アップに伴う値上げがございましたけ

れども、28年度からは値下がりしておりまして、28年度につきましては、電気料は年間

合計1,784万円ほどでございました。過去数年間の合計額と比較しましたが、余り変動

はない状況でございます。水道料についても同様でございます。年間400万円前後、上

下水道で執行している状況でございます。やはり経費の中に占める光熱水費の割合は大

きく、検討していかなければならないとは考えてございますけれども、患者様の快適な

入院環境とか、温度管理、明るさなどの診療の環境を考えますと、なかなか節電という

ものは難しいものでございまして、今年度、建物設備の保全計画を立てるわけでござい

ますけれども、設備とか医療機械の更新をするときは、それらの消費電力なども考慮し

て更新していくべきと考えてございます。以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） はい、わかりました。高畠病院と同じように黒字を目指せというわ

けではないのですが、なるべくいいところはまねするべきかなと思うわけであります。 

  白鷹町立病院をなくすということは、当然できないわけですので、病院もある程度、

サービス業ということを念頭に置いた中で、東北大学病院では看護師に患者様と呼べと

いうような職員教育もしているようですので、そこら辺を踏まえますと、やっぱり職員

の方も私たちが診てやっているという意識じゃなく、患者様が病院に来ていただいてい

るというような考え方で対応をしていただければ、もう少し外来の患者もふえるのかな

と思うのですが、そこら辺、職員教育の患者様に対する考え方の周知など、これからど

のようになさっていくのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） お答え申し上げます。 

  当院の患者様は、高齢の方で慢性疾患の方、つまり受診歴が長い方が多くいらっしゃ

いまして、職員とも顔なじみになっている方も多い状況にあると思われます。対応につ

きましても、顔パスというか、ツーカーといいますか、悪く言えばなれ合いというか、

こちらとしては患者様に甘えてしまっている部分も多少あるのではないかなと危惧され

る部分もあると思います。毎月通院されている患者様にとりましては、親しみがありい

い部分が多いとは思いますけれども、初めて受診される方とか、患者様のご家族で遠方

から訪ねてこられた方などにとりましては、失礼に当たることや不親切だとか、ぞんざ

いな対応をされたというような印象を与える場合もあるかもしれません。患者様や訪問

されてきた方に合わせた対応、不快にさせない対応は重要だと考えるところでございま

す。 

  病院に来る方は、ほとんどの方は不安な気持ちで来られると思います。不安と緊張を

ほぐすためにもつい冗談を言ってしまったりする場合もあるかもしれませんけれども、

必ずしもそれをよく思わない方も中にはおられると思います。いろいろな背景のある患
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者様お一人お一人に合った対応というのは、なかなか難しいのでございますけれども、

患者様を敬う気持ちといいますか、思いやりの立場に立った対応ができるよう職員全員

が心がけていけるように努力していきたいと考えてございます。 

  そのためには、毎年、接遇研修というのを全員参加ということで開催しておりまして、

本当にほぼ全員参加しているのでございますけれども、そのときは、その気になって頑

張るのですけれども、時間がたつと忘れてしまいがちでございます。 

  また、院内には患者サービス向上委員会という委員会もございまして毎月、委員会を

開催しております。その委員が中心となってよりよいサービス、接遇ができるよう工夫

していきたいと考えてございます。患者様のご意見を聞く工夫として院内にアンケート

ボックス、目安箱のようなものを設けてございまして、患者様やご家族からのご意見を

いただくシステムになってございます。いただいたご意見については、内容に応じて管

理職であったり患者サービス向上委員会で対応する場合もございますけれども、対策が

必要な場合は検討することとしております。 

  お医者さん、先生の対応につきましては、特に患者様から苦情のようなものは聞かれ

ないのでございますけれども、医師の前に出ると、どうしても患者様は緊張してしまう

こともあるのかなと思われます。医師１人について患者様は大勢いらっしゃるわけでご

ざいまして、やっぱり診察は重要であるのでにこにこ対応ばかりしていられないという

こともあるかなと思われます。そういう部分につきましては、看護師や検査などの技師、

あと最後に回る事務の受付担当者などが特に親切丁寧な対応を心がけて、安心していた

だくフォローすることが大事なことかなと考えてございます。そのためにも職員一丸と

なって徹底して心して対応したいと考えてございます。以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） ここでお諮りいたします。 

  本日の会議時間をあらかじめ延長したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので本日の会議時間をあらかじめ延長することに決

しました。 

  質疑終結と認めます。 

  これより、採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町立病院事業会計決算認定について、原案のとおり認定すべきものと

するに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     
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      ○議第６９号の質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 次に、平成28年度白鷹町訪問看護ステーション事業会計決算認定

についてを議題といたします。 

  白鷹町訪問看護ステーション事業会計決算書をごらんください。 

  収益的収入及び支出を一括して質疑を行います。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 訪問看護ステーションのこの事業については、非常に地域包括ケア

がうたわれている中で大事な事業だと思うのですが、決算を見ると、ちょっと赤字なよ

うなのですが、この地域包括ケアとの連携を考えた場合に、これから先、この事業をど

のような形で進めていくべきなのかが大事だと思うのですが、そこら辺、いかがでしょ

うか。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） お答え申し上げます。 

  訪問看護ステーションにつきましては、山形県の地域医療構想の中でもこれから重要

な位置を占めるということがうたわれておりまして、置賜管内ではその充実ということ

がいわれているようでございます。 

  ただ、白鷹町の訪問看護ステーションにつきましては、その先駆的な部分をいってお

りまして、ただ当初は経営状況も大変よかったんでございますが、病院の経営と同じく

利用者がだんだん減っている状況がございましてなかなか経営的にここ数年、厳しい状

況が続いてございます。ほとんど費用の部分は人件費でございますが、それに見合う収

益、利用者の減少で見られないということが一つの原因かと思ってございます。 

  ただ、近隣の訪問看護ステーションの中では、少ない体制で多くの利用者に対してサ

ービスを行っている状況でございます。訪問看護ステーションは、町内だけでないので

すけれども、近隣の医療機関の主治医の先生から指示をもらって在宅で療養されている

方の医療的なケアを含めたケア、あとは各介護サービスとの橋渡しとか、介護のアドバ

イス、さまざま行ってございます。 

  さらに、24時間体制をとっておりまして、夜中に急に具合が悪くなった場合も、電話

を１本していただくと相談に乗り、また訪問し、必要であれば、医療機関に連絡をとっ

て診察なり、入院なりというまで結びつける、そういう手助けもしていただいておりま

すので、利用者にとりましては大変助かるというお話を聞いております。 

  ただ、その辺、なかなかＰＲというのが難しい部分でございますけれども、少しでも

利用者をふやすためにも退院時に療養される場合など利用について説明するとかＰＲす

ることで、地域包括ケアシステムの中で重要な位置を占める訪問看護ステーションでご

ざいますので、今後も継続して少しでも利用者の増に結びつけ経営改善に努力したいと

考えてございます。以上でございます。 
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○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 今のお話を聞くと、24時間体制と、非常に大事な事業を行っている

なと思うのですが、これ開業医とも連携した形のステーションということですよね。そ

こら辺の中で、これは病院の中の訪問看護ステーションという立ち位置だとすれば、当

然、病院のように一般会計からの繰出金というのがあるように、ここにもそういう考え

を示したほうが経営的には将来的にいいのかということを考えますと、どのような考え

方で、例えば病院からの一般会計の繰出金からここへもというような考えでいくのか、

このままずっと黒字を目指すのか、今の話を聞くと、なくしてはいけないような事業だ

と思うのですが、そこら辺、財源的にこれからどのような考え方が理想なのかお伺いし

ます。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） お答え申し上げます。 

  確かに病院内に訪問看護ステーションを持っている医療機関も多くございますが、そ

うなりますと、他の医療機関の患者様には訪問できないということになりまして、また、

１件当たりの単価も下がってしまいます。訪問看護ステーションとして独立したほうが

１件当たりの収益も高い、ほかの医療機関の分も回れるということで有利な経営形態で

はございます。 

  ただ、繰り出し基準というのは、地方公営企業に対して総務省の通知によっていろい

ろな基準がございますが、なかなか介護の部分についてはない状況でございまして、29

年度につきましては前々年度、赤字だったものですからその施設に対しては基礎年金拠

出金の分として繰り出し基準がございまして、また、今回補正していただいたのですが、

児童手当に係る負担金としての繰出金もございます。ただ、余りない状況でございます。 

  ただ、多分近隣の訪問看護ステーションも、例えば小国とか長井を見ましても、職員

数に対して一月当たりの利用者の割合を見ますと、白鷹町の訪問看護ステーションより

は低い状況ですので、その辺、どのようなやりくりをしているのかとか、あとは全国的

に先駆的なところもあると思いますので、そういう部分も今後、情報を得ながら、とに

かくなくさないように経営努力しながら頑張っていきたいと考えているところでござい

ます。以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 質疑終結と認めます。 

  これより採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  平成28年度白鷹町訪問看護ステーション事業会計決算認定について、原案のとおり認

定すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 
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○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○委員長（菅原隆男） 以上をもって、本決算特別委員会に付託された各会計決算10件の

審査が全て終了いたしました。 

  なお、審査報告は委員長に一任いただきたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議なしと認めます。よって、審査報告は委員長に一任するこ

とに決しました。 

  委員各位には、長時間にわたり熱心にご審査をいただきましたことに感謝申し上げま

す。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○閉会の宣告 

○委員長（菅原隆男） これをもって決算特別委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 閉 会       〈午後５時０６分〉 

 

 


